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幼児の遊びの欲求に関する研究(その 1) 

杉江つま

原田署子 (立正大学)

緒言

子どもたちを取り巻く遊び環境は様変わりし，その遊びの内容も大きく変化

しつつある。

子どもたちが集団で外で遊んでいる姿は見かけなくなり，追われて家へ，内

への遊び現象は如実にそれを物語るものである。

行政サイドも幼稚園教育要領や保育所保育指針が改訂され，幼児の総合的，

主体的な活動を重視することが強調されている。しかし身体活動を伴なう遊び

の不足から起因する子どもの体力低下や疾病の地加，日常生活への不適応など

半健康児の出現は問題となってきている。

子どもにとっての遊びとは生活そのものであり，子どもが主体となり夢中に

なって取り組む遊びが今ここにきてさらに重要視されてきている。それらを下

支えする遊びに対する強い欲求は，子ども自身の内発的なものが誘因となり引

き起こされるものであり，特に重要な要因であると考えられる。身体活動を伴

なう運動遊びにおいては尚さらである。運動遊びと運動能力との関連の先行研

究は多いが，遊びの欲求そのものに着目した報告は比較的少ない。遊びの欲求

の要因を検討するワンステ ップとして，原点にもどり個々の子どもの遊びの観

察を徹底的に実施することを試みた。中でも運動遊びを主体に，遊びの種目や

内容など，子ども自身の意志でどのように決定し，変容していくのか実態調査

を報告するもので，遊びの欲求の要因の手がかりとしたい。
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研究方法

1.調査対象

埼玉県内私立幼稚園 (100名)

'95 (平成 7)II ~ 12月

か尽
男

女

言1・

2.調査方法

1 )調査W1IM'j

4才

7人

4 

II 

'95 (平成 7) 

11月17日

24日

30日

12月 1日

5 6 計

II II 29 

13 8 25 

24 19 54 

'96 (平成 8年)

6月21日

28臼

7月 5日

12日

'96 (平成 8) 6 ~ 7月

4 5 6 言十

5 15 3 23 

10 13 。 23 

15 28 3 46 

登閣直後の子ども 1人にボランテ イアの学生が 1人ついて，朝の自由時間帯

の子どもの行動観察を主に，展開される遊びの内容，時間，人数形成などを記

録した。場合によ っては， 学生が遊び相手となることもあったが， 主として子

ども中心の調査を心がけた。

2 )調査項目

。万歩計に よる活動量測定

登圏直後に万歩計を装着 し， 1回目 (9: 00~ 1O・ 00) の 1 時間の歩数測

定を実施。 2回目(14・00)に子どもの帰り時間に歩数測定。この測定は園

での 1日 (5時間)の歩数となる。
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万歩計は子どもの活動に対して確実に身体に装着することを主に，万歩計を

ゴムでとめウエストにベルト状にしてとりつけた。脱落のトラブルは皆無で、あ

った。

対象となる子ども にはゼ ッケンをつけさせた。

O遊びの欲求に対しての評価

登圏直後，遊びはじめる前に万歩計を装着しながら，学生が子どもにコミュ

ニケーシ ョンをはかるこ とも含め『今日は一番はじめに何をして遊びたいのかj

を質問し，それを記録し実際の遊び種目と一致するか否かを検討し，一致した

グループとそうでないグループの比較検討した。

0遊びの種目と遊び時間の測定

自由時間内の遊びの種類や，時間，人数形成など遊びの内容の変化を観察し

記録した。

0ケガをしやすい子どものチェッ クリスト

事故を起こしやすい傾向のある子どもの簡易チェッ クを先生方に依頼し実施

した。

結果と考察

'95 (平成 7)10月に予備調査を実施し， 1回目調査を'95.11~ 12 月， 2回

目'96.6 ~ 7月に実施した。対象児は登国の早い子どもから行い，年度がかわ

り， 2回目の調査を連続で実施した子ども はほとんどいない。

子どもの遊びの欲求評価の手がかりとして，遊びは じめる前に万歩計を装着

する時， r何をして遊びたいかjを質問し，初回の遊びと答えた遊びが一致す

るか否かで対象グループを作成し比較検討した。

O'95.l 1 ~ 12月調査 と '96. 6 ~ 7月調査結巣

遊びは必ずしも運動遊びのみに限定したものではなく， 子どもの遊びたい気

持ちを重視した。案外室内あそびを選択する子どもは少なかった。今回調査の

ポイントは子どもの遊びの実態を忠実に観察し，遊びの種類，その所要時間，

形成される遊び仲間の人数を記録した。
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-万歩計による歩数illlJ定

(表 1)は今回調査した項目の一覧である。

各年齢の平均値は (表 1)に示すとおりである。

1回目 (9: 00 -10 : 00)測定は (図 1)に示した。

2回目測定は|峰園時(14・00)に実施し， (9 : 00 -14 : 00)までの 1日の圏

内活動の全てを含む歩数である。遊びの調査は (9 : 00 -10 : 00)の 1時間

に限定してのものである。

歩数測定に関しては各年齢ともかなりのバラツキが見られる。それ程子ども

の個々の活動は異なることを示している。ちなみに各年齢で最低と最高値を示

すと以下の通り 。

'95 '96 

4才♂ 3303→ 9636 (6333) 4814→ 11713 (6899) 

5才少 4107→ 13376 (9269) 3787→ 9908 (6121) 

6才 ク 4032→ 14612 (10580) 6667→ 11814 (5147) 

4才♀ 1738→ 6197 (4459) 2875→ 7060 (4185) 

5才ク 2698→ 10054 (7356) 2480→ 10766 (8286) 

6才 。 4694→ 9750 (5056) 

子どもの万歩計による先行報告をみても， 1日5000→ 30000歩位の相違があ

り，子どもの活動は大きな差が出る。子どもの万歩計による歩数が本当の意味

で運動量を示すか否かは議論のある所であるが，現在の所幼児の運動量の測定

に有効な方法はなく，万歩計による測定を実施した。

幼児に歩数の意味が分かるか否かは別として，登園時万歩計を装着すること

が，子どもの遊び意欲，あるいは活動意欲を刺激する作用は十分にある。それ

と同時に今回は学生が子ども 1人1人について測定するため，異年齢の人々と

遊ぶという環境も作ったようで，女性の先生の多い園にとって男子学生の存在

は男児にとって遊びの欲求を引き出す環境設定を整えたことにもなり，遊びの

側面を支える要因と して大切なことであると考える。
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-万歩率について

1分間あたりの歩数を算出し， 1-2回目の歩数値について検討した。結果

1回目 (9・00一10: 00)の歩数値は， 1日の歩数と比較して質的には倍近

い数値といえる。 もともと歩数値が個人差が大き く，万歩率についてもそれは

同様である。各年齢の最低，最高値は以下の通りである。

'95 '96 

1回目 2回目 l回目 2回目

♂ 2l.4→ 64.1 11→ 32.1 2l.7→ 54.8 16→ 39 
4才

♀ 5.6→ 41.1 5.7→ 20.6 18.7→ 50.7 9.5→ 23.5 I 

5才
♂ 30.9→ 85.3 13.6→44.5 13.9→ 66.8 12.6→ 36.7 I 

♀ 17.2→65.1 8.9→ 33.5 30.3→ 80.1 8.2→ 35.8 

6才
♂ 29.9→ 83.7 16.8→ 48.7 58.5→ 79.8 22.2→ 39.3 

♀ 28.5→ 57.5 15.6→ 32.5 

1回目歩数は'95の男児が全般的に活動が多い。

は'96の女児が活動量が多い。

2回目歩数は'96のグループが活動量が多い。

また遊びの数においても '96の方が多 く，多種の遊びが展開されていること

を示す。この結果の一因として初夏の実施で，活動的で・あり，季節的なことが

原因の 1つとして考えられる。

・遊びの種類について

( 9・00-10: 00)の 1時間の集計である。

(表 2， 3) は遊びの種類を示した。上位15種の一覧であるが全遊びは以

下の通りに出現している。

戸、υ



年中では女児の方が多種の遊びが出現し，年長に移行し男児にその傾向がみ

える。

(表 4)は出現した遊びの種類を国定遊具，手具その他の遊び，身体遊び，の

りもの(三輪車，自転車)に分類したものである。

(図 2)は (表 4)をグラフに示したものである。各年齢とも半数以上は閲定

遊具で遊び手具その他の遊びは年中が多く，身体遊びは年長に多く出現してい

る。

遊びの種類はその回数は多いが，同様の遊びを何回も繰り返して遊ぶ傾向が

見られた。 l回遊びが終了し再び同じ遊びを行う場合には 1種目のカウントと

して集計した。実質上遊びの種類は出現回数よりも繰り返しで少なくなる。

4才 5才 6才

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

56種/961i!1 29/61 55/92 911159 69/105 64/126 
'95 

(58.3%) (47.5) (59.8) (57.2) (65.7) (50.8) 

39/75 73/120 103/203 1061215 23/45 
'96 

(52) (60.8) (50.7) (49.3) (51.1) 

遊びの種類は各年齢とも固定遊具，国庭に設置されている種類の遊びを選択

していることが多い。特にアスレチックは多様な遊びが可能で、あり，各年齢と

もに多く好まれている遊具であった。また'95は秋から初冬への移行期で、落葉

あそび，木の実拾い，森の中への探検， '96は初夏で虫とりなどが遊びの種類

としてあらわれ，いずれも季節特有の遊びを子どもたちは選択していることを

示 している。

調査対象の閣は自然環境に恵まれ，図の周辺でも多綴な遊びが展開されてい

る。このように子どもの遊び環境の整備は遊びの意欲を引き 出す上にも重要な

要因として考えられる。(表 5)は遊び、のBest5を分類したものである。さら

に(表 6. 7)はBest5に中にあらわれた遊びの種類を上位10まで示した。

(図 3-13)は，遊びの出現回数と時間順の遊びを 4分類したもので'95と'96

との比較である。数値的には多少の差はあるが，遊びの環境が固定している闘
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庭においては大幅な違いは見られない。

遊び時間について

(表 8)は全遊び時間と Best5に占める遊び時間とを比較したものである。

各年齢ともBest5に占める遊び時間は80-90%を占めている。

全遊び中 1種目 の遊びの所要l時間は以下のとおりである。

4才♂ 4-5分 4才♀ 4-5分

5才少 4-7分 5才 少4分

6才少 7分30秒 6才少 4分

Best 5の遊びにおける l種の所要時間

4才♂ 9分 4才♂ 9-10分

5才 少 10分 5才 少 8-9分

6才 少 11-12分 6才 。 6分

-遊びの人数形成

幼児の遊びで仲間づ くりは大きな要素となる。 (表 9. 10. 11. 12)は，

Besl5の遊びについて， 具体的にどのような人数形成をしているか，その実

態を示したものである。

遊びの種類，年齢によ っても人数は異なる。 3才ならば3人， 4才で 4人と

年齢に促した人数のグループ形成が可能であると報告されているが，今回の調

査では明確にはいえない。しいていえば年中においては異性との遊び仲間が多

く，年長になると向性問での遊びが多くなる傾向がある。例えばサ ッカーなど

は男児のみで行うなどである。また鬼ごっこ，リレーなど自分たちでルールを

作り，それぞれに興味のある者の集団が形成され，異性も含む遊びに発展しゃ

すい。

固定遊具での遊びは個人，または比較的少人数グループ形成である。

遊びの出現回数の多いものは，固定遊具であるが，時間順では身体的遊びが

グループを形成しやすいことを示している。ごっこ遊びなどの群遊び，サ ッカ

ーなどの集団による遊びは代表的なものである。

人間として基本的な行動は集団による遊びから獲得されうる。現在生活環境

の変化により，集団遊びに必要不可欠な 「安全な空間Jr時間Jr仲間Jなどの
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「問」が子どもたちになくなってきている。伝承あそびなどを通 して，豊かな

能動的な体験を蓄積させていくことも大切なことである。子どもたちが自由に

遊べるための安全な環境づくりが，遊びの欲求を誘発させるためにも大切な要

因であり，社会的な責任でもある。

遊び方を知らず，自主的に遊べない子どもが多くなっていると報告さ れてい

るが，今回の調査のような奥年齢の遊びのボランティア制度なるものも，今後

の課題となり得る。

子どもに対して体力づくりの必要性で早期に運動が謀せられる場合が多々あ

る。しかしその運動が実際の子どもの生活と密に結びつくことが大切であり ，

子どもが本能的に熱中する遊びからの視座がズレていることがありはしない

か?幼児教育にたずさわる者として今一度再考する必要がある。

-事故傾向のチェック リス ト

クラスの先生に依頼し実施した。(表13)はその内容である。

各質問に対しては「はいJ2点， i? J 1点 「いいえJ0点で採点し， 21点

以上は事故傾向児， 18点以上は要注意児という評価である。高得点の者は少

なく 18点以上の者をまとめた。結果は以下のとおり 。

4才 5才 6才

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

1/7 1/4 0/11 1/13 1/11 0/8 
'95 

(14.3%) (25) (0) (7.7) (9.1) 。
2/5 0/10 3/15 3/13 1/6 1/ '96 
(40) (0) (20) (23.1) (16.7) 

0初回遊びの一致，不一致グループ比較

初回の遊びと自分が遊びたいと自己申告した遊びが一致した場合 (0)，不

一致 (x) で以後示すo '95， '96での調査からグループを分類 した。

(表14)は，各グループ分けによる比較である。Oグループには 6才男が

50%，他年齢では60-70%， 6才女は100%という結果である。申告した遊び

が子どもの本来的な欲求からであるか否かは疑問の残る部分はあるが， 子ども

一8



の答えを重視しグループ分けをした。今後は客観的な評価法の検討が必要とな

る。

'95， '96の調査結果を，年齢で区分 したため各年齢の傾向はより明確に表現

しているといえる 0

.歩数について

各年齢の平均値は(表14) に示す通りである。

各グループともバラツキがみられる。

2回目測定歩数の最低，最高値を示す。

Oグループ ×グループ

才4 
♂ 3303→ 11713 (8410) 3698→ 8733 (5035) 

♀ 1738→ 7060 (5322) 3454→ 6197 (2743) 

♂ 4107→ 13376 (9269) 3787→ 9972 (6185) 

才 ♀ 2480→ 10766 (8286) 2698→ 9677 (6979) 

才6 
♂ 5057→ 11814 (6757) 4032→ 14612 (10580) 

♀ 4694→ 9750 (5056) 

万歩率(1分間あたりの歩数)

。
1回目 2回目 1回目

才4 
♂ 21.4→ 61.9 12.6→ 32.1 21.7→ 64.1 

♀ 6.9→ 50.7 5.7→ 23.5 5.6→ 4.4 

♂ 13.9→ 85.3 13.6→ 44.5 27.6→ 66.8 

才 ♀ 28.8→ 65.1 8.2→ 35.8 17.2→ 56.2 

J、 29.9→ 79.8 16.8→ 39.3 34.4→ 83.7 

才 ♀ 29.2→ 57.5 15.6→ 32.5 

'95， '96の調査結果よりもさらに差は拡大する 0

.遊びの種類について

各年齢ともOグループが多種である。

9 

× 

2回目

12.3→ 29.1 

11.5→ 20.6 

12.6→ 36.7 

8.9→ 32.2 

13.4→48.7 



(表15，16)は全遊びのうち上位15種を示したものである。全種の数は以

下のとおりである。

(表17)は遊びの種類を 4分類したものである。

(図14) は (表17)を図示したものである。

前述の'95，'96の考察同様に，各年齢とも固定遊具が半数を占める。

(表18)は遊び‘のBest5を4分類したものである。

(表19，20)は遊び、のBest5の種類の上位10を示したものである。

遊びの繰り返しがあるため実質上の遊びの種類は以下の通りである。

4才 5才 6才

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

63種/107困 60/98 92/164 121/253 42/71 73/150 。
(58.8%) (61.2) (56.1) (47.8) (59.1) (48.6) 

32/64 42/83 66/141 57/97 50/79 1/ × 
(50%) (50.6) (46.8) (58.7) (63.3) 

Best 3の種類

。 X 

1位 2 3 1位 2 3 

4 ♂ アスレチック すべり台 フーランコ アスレチック ヵ、けっこ 散 歩
ォー

♀ フ'ランコ 鉄様 アスレチック アスレチック 鉄 4拳 フランコ

4 ♂ アスレチック サッカー ブランコ アスレチック すべり台 1J、けっこ

才
♀ アスレチック フランコ 鬼ごっこ アスレチック ブFランコ ?。、けっこ

4 ♂ サッカー アスレチ、yク リレー 鬼こ、っこ アスレチック サッカー
才

♀ フランコ アスレチック 鉄 棒
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0， xグループとも，種類には大差なく，同種類の遊びが出現している。上位

3位に入る種類は多少の順位の違いはあるが，各年齢であらわれている。アス

レチ ックの出現回数は多く遊びに多様性を含んでいることを示す。

'95， '96の調査結果と同傾向である。

-遊びl時間について

(表21)は遊び時間に関しての一覧である。

全遊び中 1種目の遊びの所要時間は以下の通りである。

4 才♂ 4~5 分 4 才♀ 3 ~ 5分

5才ク 5~6 分 5才少 3 ~ 5 分

6才 ク 6~8 分 6才少 5分

'95， '96との比較では (0，x)では男児全般にわたり 1分程度長い。

女児全般が'95，'96と比較して 2分程度l隔が広い。

Best 5の遊びの 1種目の所要時間

4才♂ 9~ 10分 4 才♀ 8~ ]0分

5才ク 9~ 1O分 5才ク 7 ~ 9 分

6 才。 10~13分 6才。 7分

'95， '96 と 比較して 1 ~ 2 分程度長い0

.遊びの人数形成

(表22~ 25) はBest 5の遊びの人数形成を示したものである。

0， xグループ双方年長でグループ形成が可能になることを示している。10

人以上の数の仲間が形成されていることもあり，遊びの種類によりかなりの差

カfある。

(図 15~25) はBest 5の遊びにあらわれた種類の上位10を4分類し，遊び

の出現回数と時間順に示したものである。

-事故傾向児チェックリス ト

結果は以下の通りである。(18点以上の%)

'
E
A
 

I
 



4才 5才 6才

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

。2/8 0/9 3/16 1/18 1/7 0/9 

(25%) 。 (18.8) (5.6) (14.3) 。
1/4 1/5 0/10 3/7 1/7 / × 

(25%) (20) 。 42.8 (14.3) 

現行の保育では何があっても絶対的にケガをさせてはならぬという空気が支

配的で，親，教師双方に過剰保護， 子どもの管理強化が遊ばない不活発な子ど

もを作っている原因になっている而がある。子どもを大切にすることが限度を

超え身体活動のブレーキとなり，不自然な保育になって しまい， 安全に配慮し

たつもりが逆の結果を生 じ， 子ども にと っては危険な保育ということにもつな

がりかねない。子どもの視点に立つ保育の検討がなされなければな らなし、。

まとめ

友だちと遊ばない，遊べない， 友だちが出来ない，遊び方を知 らない子ども

たちの増加が多く報告されている。

本調査は朝の自由時間 (9: 00 -10 : 00)に子ども 1人 1人の行動を学生 1

人づつがついて，出現する遊びの種類，継続時間，遊びの人数形成，事故傾向

児のチェ ック リス トを実施し，採点 し評価した。

活動量の評価として万歩計を装着 し測定した。結果は非常にバラ ツキが大き

いものであり，個々の子どもの活動量のちがいを示した。

'95では1738→ 14612(12874) 

'96では2480→ 10766(8286)と8000-120∞歩の相違がある。

初回遊びと 自己申告の遊びが一致するか否かのグループ比較では以下の結果

であった。

Oグループ 1738→ 13376 (11638) 

×グループ 2698→14612 (11914) 

q
L
 

'
E
A
 



双方グループとも 1万歩以上の違いがある。

幼児の万歩計測定は問題があるが，現行ではベストの方法がないためこの方

法で実施した。数値に余りこだわることなく ，測定値の行間にあらわれた活動

も含め，幼児には多様な種類の活動パターンが生理的な発達のためには大切な

要因であろう 。

遊びの種類

4-6才男女とも 14→ 24種の遊びが出現し，平均20種である。

多く出現する遊びはアスレチ ック，すべり台，ブランコ，鉄棒，年長になる

とサ ッカー，リレー，鬼ご、っこなどの群遊びが多くなる。遊びの数は10→ 17

の幅で出現する。また回数については数多くあらわれるが，同一の遊びの繰り

返しがあり， 実質的な遊びの種類は50%前後である。

遊び時間

1種目の遊びの所要時間は以下の通り 。

4才♂ 4-5分 4才♀ 4-5分

5才 ク 4-7分 5才。 4分

6才ク 7分30秒 6分ク 4分

Best 5の遊びにおいては 1種目の所要時間は以下の通り

4才♂ 9分 4才♀ 9-10分

5才少 10分 5才ク 8-9分

6才ク 11-12分 6分 ク 6分

(0. x) グループにおいては 1-2分長い。

遊びの人数形成

Best 5の遊びの中の 1位に限ってみると

各年齢相等の人数形成が見られるが，年長になると向性同志の遊びが多くみ

内

4
u

-
EA
 



られる。

仲間づくりのためにも集団遊びの見直 しが必要となろう 。

遊びの活動意欲を客観的に評価出来る尺度の検討が必要である。

遊びには効率的な面を重視し，特に運動遊びにはトレーニング的色彩が強く

打ち出され実施される場合があるが，子どもにと っては苦痛の何ものでもない。

遊んでいて楽しい，快適な気持ちを継続出来ることが最も大切な点であろう 。

これらのことは遊びの内からの欲求にも直結することになる。

活動性が高く，子どもに快い遊びは結果としてト ータルな健康づくりにつな

カtる。
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(表4) 全遊ぴの出現回数

'95 (H 7) 11 -12月 VS '96 (H8) 6一7月

全 体 固定遊具 手具その他

性別 年令 人数 lfIr-ーヲ 回数 % 回数 % 回数 % 
男

4才
7人 ， 95 88 99.9 53 60.2 9 110.2 

5 ， 96 75 100 46 61.3 15 20 

5才 11 
， 95 93 100 48 51.6 12 12.9 

15 ， 96 193 100 109 56.5 39 20.2 

6才 11 
， 95 99 99.9 50 50.5 14 14.1 

3 ， 96 45 100 24 53.3 7 115.6 

女 4 ， 95 61 100 35 57.4 16 26.2 
4才 10 ， 96 117 100 68 58.1 18 15.4 

5才 13 
， 95 153 100 95 62.1 13 8.5 

13 ， 96 213 99.9 154 72.3 12 5.6 

6才 8
， 95 110 99.9 79 71.8 5 1 4.5 。， 96 

(図 2) 
全遊びの出現回数

'95. 11 ~ 12 VS '96. 6~7 

19-
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(表5) 遊ぴのベス ト5の出現回数

'95 (H 7) 11 -12月 VS '96 (H8) 6-7月

固定遊具 手具その他 身嗣ワあそび のりもの 全 体

性別 年令 人数 回数 % 回数 % 回数 % 回数 % 回数 % 
男 '951HZ月4才 7人 18 51.4 。。15 42.9 2 5.7 35 100 

'966-7月 ノノ 5人 11 47.8 7 30.4 3 113 2 8.7 23 99.9 
， 95 5才 11人 20 41. 7 7 14.5 20 41.7 2.1 48 100 
， 96 // 15人 37 52.9 15 21.4 14 120 4 5.7 70 100 
， 95 6才 11人 16 32.7 13 26.5 19 38.8 2.0 49 100 
， 96 ノノ 3人 7 50.0 3 21.4 4 28.6 。。14 100 

女 ， 95 4才 4人 9 47.4 7 36.8 3 15.8 。。19 100 
， 96 ノノ 10人 27 55.1 7 14.3 12 24.5 3 6.1 49 100 
， 95 5才 13人 26 46.4 6 10.7 20 35.7 4 7.1 56 99.9 
， 96 /ノ 13人 44 68.8 6 9.4 12 18.7 2 3.1 64 100 
， 95 6才 8人 27 67.5 3 7.5 7 17.5 3 7.5 40 100 I 
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遊びのベス ト10による人数形式
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遊びのベス ト10による人数形式
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(図 5) 

遊びの出現回数順

遊びのベスト 10による人数形式

1o 20 30 40 50 60 70 96 
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1o 20 30 40 50 60 70 % 

遊びのベス ト10による人数形式

1o 20 30 40 50 60 70 % 

Fhd
 

q
r
“
 



遊びのベスト10による人数形式
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遊びのベスト 10による人数形式

10 20 30 40 50 60 70 

遊びのベスト10による人数形式

1o 20 30 40 50 60 70 8096 

ロ 女

弓
4

qノ
“



(図13)
遊びのベス ト10による人数形式
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(表9) 遊ぴの人数 Best 5 '95 (H 7 )回数順

1)アスレチック 2)かけっこ 3)プランコ 4 )すべり台 5)散 歩
(3600秒)5回 (2250) 5回 (1957) 5回 (1800) 5回 (780 ) 2回

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 早 ♂ ♀ 

4才(男)7人 AI 1 AI 1 AI 1 AI 0 AI 1 

BI 1 B 1 2 BI 0 BI 0 BI 0 

CI 1 CI 1 CI 1 C 3 

DI 0 D 1 7 D 1 2 D 1 3 
E 1 0 E 1 0 E 1 4 E 1 2 ---- ----- ーーー・ "ー --

言十 31(3) 111 (11) 81 (8) 91(5) (4 ) 11(1) 

1)鬼ごっこ 2)アスレチック 3)サッカー 4 )すべり台 5 )かけっこ
(7109秒)8回 (4392) 7回 (4197) 5回 (2094) 4回 (1675) 4回

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

5才(男)11人 AI 1 AI 6 1 IA 4 AI 3 3 AI 3 l 

B 1 3 BI 1 B 1 5 B 1 3 B 1 0 

C 1 2 C 1 3 1 1 C 3 C 1 5 C 5 
D 1 5 D 5 D 1 5 D 1 0 D 1 2 2 

E 1 8 4 EI 1 E 1 1 

F 1 5 3 F 1 4 3 
GI 5 GI 1 

計 ~f(36i ( 7) 261 (16) (10) 181 (18) 
ー---

141 (11) (3 ) 131 (5) ( 8) 

1)サッカー 2)鬼ごっこ 3)アスレチック 4)室内あそぴ 5)とぴ箱

(7157秒)7回 (7∞7) 7回 (3038) 6回 (3540) 4回 (3013) 4回

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

6才(男)11人 A 1 5 AI 5 AI 0 AI 2 AI 6 4 

B 1 5 B 1 15 2 B 1 20 BI 1 BI 1 

CI 4 C 1 15 3 C 1 20 C 1 3 C 1 6 
D 1 10 D 1 7 D 1 2 D 1 2 3 D 1 4 
E 1 5 E 1 7 4 E 1 0 
F 1 5 F 1 5 F 1 5 
GI 1 G 1 5 

ー・・・・・ーーーー・ーー ー ----
言十 351 (35) 681 (59) (9 ) 471 (47) 111 (8) (3 ) 211(17) (4 ) 

-30-



1)かけっこ 2)プランコ 3)鬼ごっこ 4)アスレチック 5)鉄線

(3895秒)10回 (2984) 8回 (5216) 7回 (3561) 6回 (1326) 5回

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

5才(女)13人 AI 0 AI 1 1 IA 4 AI 0 A 。
BI 2 8 1 IB 14 4 BI 0 B 2 

C 2 C 1 0 C 1 5 6 1 C 10 IC 4 

D 1 0 D 1 ID 4 4 DI 1 12 1 D 4 

E 1 0 E 2 E 1 2 E 3 1 E 2 

F 14 FI 0 F 4 FI 0 

GI 4 12 G 1 0 GI 5 2 

H 5 トl 2 

3 

J 1 0 

言十 421 (6) (36) 81 ( 1) ( 7) 541 (30) (24) 261 ( 1 ) (25) 12 (12) 

1)プランコ 2)アスレチック 3)鉄線 4) ジャンIj)レジム 5)のりもの

(1539秒)7回 (3447) 6回 (1113) 5回 (840 ) 4回 (774 ) 3回

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

6才(女)8人 A 6 1 A 1 IA 。 A 1 IA 。
B 8 B 1 3 4 BI 2 B 1 18 2 

C 。CI 1 3 1 C 2 CI 1 C 2 

D 2 D 1 0 DI 1 D 1 0 

E 3 1 E 1 IE 1 

F 。F 1 0 

ー・ーー--司噌噌帽---_
G 。

言十 19 ( 19) 231 (4 ) (19) 6 1 (3) (3 ) 3 1 ( 1) (2 ) 4 (4 ) 

q

、υ



(表11) 遊ぴの人数 Best5 '96 (H 7)回数順

11)アスレチック/2) すべり台 / 3) 内ン~Ir)ム 1 4) のりもの / 5)裏山歩き

(4069秒)5回/(579) 2回/(日2) 2回/(279) 2回/(1477) 2回

|♂ l早 11♂|♀ 1 1♂| ♀ 1 1♂|♀ 1 1♂ |♀ 

4才(男)5人 /A/ 6 / 1 /A/ 3 / /A/ 1 / /A/ 2 / /A/ 3 / 1 

B/ 0 / 0 /B/ 2 / 1 /B/ / 3 /B/ 1 / /B/ 1 / 2 
CI 1 I 1 

D I 4 I 4 

E I 7 I 1 
---- ー ~t ー ーーー-i 25 i (is) 1 (7 j 1"61"(5)1"( i YI" 41"( i)"1 {訂r3"f(訂r-ー-1干1(4 j 1"(3) 1 

11)アスレチック/2)すべり台/3)プランコ /4)サッカー/5)のりもの l

(1023晩T)ll回/(2492) 8回/ (2400) 8回/ (6635) 6回/ (1478) 4回

|♂ |♀ / /♂ |♀/ /♂ |早 / /♂ l♀ / /♂ |♀ 

5才(男)15人 IA/ 5 / 3 /A/ 0 / /A/ 0 / 0 /A/ 7 / /A/ 0 / 0 

B1 2 1 1 IBI 4 1 IBI 3 1 IBI 11 1 IBI 3 1 1 

C1 2 1 1 C 1 5 1 1 C 1 5 1 1 C 1 13 1 1 C 1 4 1 
D/ 2 / 1 /D/ 7 / /D/ 1 / 2 /D/ 3 / /D/ 0 / 0 
E/4 / /E/l/ /E/3 /2 /E/4 I 
F/ 7 / 2 / F / 0 / / F / 0 / 0 / F / 14 
0/ 2 / 6 / G / 1 / / G/ 1 /3 1 

H/ 2 / / H / 6 / / H / 1 

J I 0 I 0 

K I 5 I 6 

L I 6 I 
ーーーーーー訴-----i 62j (39) j(23i1泊rc泌rc-oHi(r(i4-)1 {デirs2j(52)1----1-81 (子ilu)l

11)アスレチック/2)サッカー/3)すべり台 /4)リレー / 5)ブランコ l

(1683秒)3回/ (2598) 2回/ (1334) 2回/ (1860) 2回/(570) 2回

|♂|♀ 1 1♂|♀ 1 1♂|♀ 1 1♂ l♀ 1 1♂|♀ 1 
6才(男)3人 IA1 1 1 IAI 3 1 IAI 0 1 0 IAI 11 1 6 IAI 2 1 2 

B/ 16 / 1 / B / 8 / / B / 1 / 1 / B / 3 / 2 / B / / 3 
C I 3 I 5 I I I I I I I I I 

語"ー---i2引(i9)](百ilii 1 (iii r ---T 2 T( i-)‘rCl)riiW4)[<訂|干1(2i1"(5)

q
ru
 

q
d
 



(表12) 遊ぴの人数 Best 5 '96 (H 8 )回数順

1)アスレチック 2)プランコ 3)鉄 事事 4)鬼ごっこ 5) 耕助そ~

(5940秒)7回 (4367) 6回 (6951) 6回 (2539) 4回 (1410) 3回

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

4才(女)10人 AI 2 9 I A 5 AI 4 7 AI 6 3 AI 1 3 

B 4 BI 1 7 BI 3 BI 9 BI 1 2 

C I 2 CI 2 2 C I 5 12 CI 2 1 IC 6 4 

D 3 DI 1 2 I D 6 D I 2 4 

E I 2 EI 1 3 I E 8 

F 10 F I 3 3 I F 3 

GI 2 2 

言十 361 (8) (28) 301 (8) (22) 531 (12) (41) 271 (19) ( 8) 171 (8) (9 ) 

1)アスレチック 2)プランコ 3)すべり台 4)鉄 棒 5)鬼ごっこ

(12267秒12回 (3456) 10回 (2310) 7回 (2571) 6回 (5004) 4回

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

5才(女)13人 AI 2 7 I A 2 I A 2 IA 7 I A 3 15 

BI 4 5 BI 1 1 IB 5 I B 11 B I 5 3 

CI 0 。C I 3 1 I C 。。CI 1 5 C I 6 5 

DI 1 D I 2 3 D I 3 1 ID 4 DI 1 2 

E I 3 4 EI 1 5 E I 2 3 EI 1 4 

F I 3 4 F I 7 F I 2 2 F I 6 11 

GI 3 5 I G 2 I G 2 

HI 1 6 HI 1 4 

I 6 I 1 

J I 1 3 J I 2 

K I 2 4 

ーー ーーー 唱--司E 圃h・4・--L I 11 15 

四了言十 901 (31) (59) 361 (17) (19) 221 (7) (15) 501 (8) (42) 401 (15) 

9
1
U
 

9
1v
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(表
14
)

年
令

グ
ル

』性
別

ー
プ

4
才
。

男
X
 

5
才
。

男
X
 

6
才
。

男
×
 

4
才
。

女
×
 

5
才
。

女
×
 

6
才
。

女
×
 

初
回
遊
び
の

一
致
グ
ル
ー
プ

v
s
 不
一
致
グ
ル
ー
プ

一
致

(0
)

不
一
致

(x
)

人
数

歩
数

歩
数

Kc
al
 

Kc
al
 

身
長

体
重

①
 

②
 

①
 

②
 

(c
m)
 

(k
g)
 

8
人

66
.7 

%
 2
18
6 

64
62
 
39
.0 

11
7.
5 
10
9.
4 

18
.9
 

4
人

33
.3

 
25
86
 
56
11
 
48
.3
 
10
5
.0

 10
6.
8 

16
.5
 

16
人

61
.
5
 

26
60
 
70
76
 
49
.6
 
12
6
.9

 11
0.
9 

19
.0
 

10
人

38
.5

 
30
06
 
6 邸

4
55
.6
 
14
0
.6

 11
0
.8

 20
.0

 

7
人

50
 

34
61
 
83
52
 
64
.2

 14
8
.7

 11
2
.8

 18
.5

 

7
人

50
 

34
62
 
84
70
 
63
.3
 
15
0
.8

 11
5.
1 

21
.
4

 

9
人

64
.3
 

19
37

 4
87
6 

33
.6
 

84
.1
 
10
3.
0 

16
.9

 

5
人

35
.7
 

18
49
 
49
82
 
32
.7
 

98
.5
 
10
5
.4
 
18
.0

 

18
人

72
 

27
84
 
74
08
 
50
.6
 
13
0
.8

 10
9.
6 

19
.7
 

7
人

28
 

23
91
 
71
32
 
4
1.
7

 12
5.
6 
10
9
.7

 18
.3 

9
人

10
0 

24
65
 
72
89
 
44
.1

 12
8.
8 
11
7
.0

 21
.
5

 

0
人
。

'9
5 

(1
1-

12
月
)

'9
6 

(6
-
7
月
)

あ
そ
び
の
数

全
遊

び
中

1種
目所
要時
fI
'，
jj

13
 

5'
 
33
" 

16 
4'
 
06
" 

10 
6'
 
17
" 

14
 

5'
 
05
" 

10
 

8'
 
54
" 

11 
6'
 
28
" 

11 
5'
 
56
" 

17
 

3'
 
27
" 

14 
4'
 
06
" 

14
 

3
'

 17
" 

17
 

5'
 
23
" 

ベ
ス

ト
5

中
9
:0
0
-
10
: 
00
 9
:
0
0
-
14

:
 00
 

1種
目
所
費
時
間
万

歩
率

万
歩

率

9
'

 08
" 

36
.4
 

21
.
5

 

10
' 
08
" 

43
.0

 
18
.6 

10
' 
27
" 

43
.0

 
23
.5

 

9
'

 15
" 

49
.7
 

26
.1

 

13
' 
39
" 

57
.6
 

27
.8

 

10
' 

57
.6
 

28
.2

 

10
' 

16
" 

32
.2

 
16
.2

 

8'
 
46
" 

30
.4
 

16
.5
 

9'
 
15
" 

46
.3
 

24
.6
 

7'
 
22
" 

39
.8

 
23
.7
 

7'
 
11
" 

40
.4
 

24
.2
 



(表
15
)

4
才

('
95
-
'
9
6
)
0
グ
ル
ー

プ

8
人

No
.
種

類
数

%
l
ア
ス
レ
チ

ッ
ク

91
 17
.0
 

2
プ
ラ

ン
コ

71
 13
.2

 

3
す
べ
り
台

6
1
 11
.
3
 

4
ジ
ヤ
ン
グ
〉
レ
Y
ム

51
 9.
4
 

5
1.

山
歩
き

4
1
 7.
5 

2t 
6
の
り
も
の

4
1
 7.
5 

7
雲
て
い

4
1
 7.
5 

8
鉄
線

31
 5
.7 

9
鬼
ご

っ
こ

21
 3
.8

 
10

落
葉
遊
び

2
1
 3.
8 

11
か
け
っ
こ

21
 3.
8 

12
サ

ッ
カ
ー

2
1
 3.
8 

13
森
へ
の
傑
検

11 
1.
9
 

14
室
内
あ
そ
び

11
 1.
9
 

15
ブ
ロ
ッ
ク

11 
1.
9
 

53
11
00

 

男
児

遊
び

の
種

類
(

出
現

回
敏

)
初
回
遊
び
と
不
一
致
グ
ル

ー
プ

(x
)

比
較

初
回
遊
ぴ
と

一
致
グ
ル
ー
プ

(0
) 

5
才

6
才

('
95
-
'9
6
)

 
x
グ
ル
ー
プ

0
グ
ル
ー

プ
×
グ
ル
ー
プ

0
グ
ル
ー
プ

X
グ
ル
ー
プ

4
人

16
人

10
人

7
人

7
人

種
類

数
%

種
類

数
%

種
類

数
%

種
類

数
%

種
類

数
%

ア
ス
レ
チ
ッ
ク

4
1

 13
.3
 
ア
ス
レ
チ
ッ
ク

11
1

 13
.4
 
ア
ス
レ
チ
ッ
ク

91
 16
.7
 サ

ッ
カ
ー

61
 15
.7

 ア
ス
レ
チ
ッ
ク

61
 12
.5
 

か
け
っ
こ

4
1
13
.3 

プ
ラ

ン
コ

11
1

 13
.4
 
す
べ
り
台

71
 13
.0
 
ア
ス
レ
チ
ッ
ク

5
1

 13
.1
 
鬼
ご
っ
こ

51
 10
.4
 

散
歩

3
1

 10
.0

 サ
ッ
カ
ー

10
1

 12
.2 

か
け
っ
こ

61
 11
.1
 
リ
レ
ー

31
 7.
9 

す
べ
り
台

51
 10
.4
 

す
べ
り
台

31
 10
.0
 
す
べ
り
台

91
11
.0

 プ
ラ
ン
コ

61
 11
.1
 
す
べ
り
台

31
 7.
9 

サ
ッ
カ
ー

4
1

 8.
3 

落
葉
あ
そ
び

21
 6.
7 

リ
レ

ー
71

 8.
5 
鉄
線

51
 9.
3 

か
こ
つ
け

31
 7.
9 

と
ぴ
箱

4
1

 8.
3 

プ
ラ
ン
コ

21
 6.
7 
鬼
ご

っ
こ

51
 6.
1

 サ
ッ
カ

ー
4
1

 7.
4 

プ
ラ
ン
コ

31
 7.
9 

望
書
て
い

4
1

 8.
3 

鉄
棒

2
1

 6
.7

 鉄
棒

51
 6.
1 

の
り
も
の

4
1

 7.
4 
鬼
ご
っ
こ

21
 5.
3 

室
内
あ
そ
び

31
 6.
2 

雲
て
い

21
 6.
7 

か
け
っ
こ

4
1

 4.
9 
鬼
ご
っ
こ

31
 5.
6 

と
ぴ
箱

2
1

 5.
3 

プ
ラ

ン
コ

31
 6.
2 

ジ
ヤ
ン
グ
〉
い
フ
ム

21
 6.
7 
散
歩

4
1

 4.
9 

雲
て
い

31
 5.
6 

裏
山
あ
る
き

21
 5.
3 

か
け
っ
こ

31
 6.
2 

か
く
れ
ん
ぼ

11 
3.
3 

の
り
も
の

4
1

 4
.9

 ボ
ー
ル
あ
そ
び

21
 3.
7

 の
り
も
の

21
 5.
3

 か
く
れ
ん
ぼ

21
 4.
2 

木
の
実
ひ
ろ
い

11
 3.
3 

と
ぴ
箱

31
 3.
7 

落
葉
あ
そ
び

11
 1.
8

 砂
あ
そ
び

21
 5.
3 

す
も
う

2
1

 4.
2 

虫
と
り

11 
3.
3

 落
葉
あ
そ
び

31
 3.
7

 宝
さ
が
し

11 
1.
8

 雲
て
い

2
1

 5.
3 

裏
山
登
り

21
 4.
2 

サ
ッ
カ
ー

11 
3.
3 

虫
と
り

2
1

 2.
4 

か
く
れ
ん
ぼ

11
 1.
8

 室
内
あ

そ
び

11 
2.
6 
鉄
棒

2
1

 4.
2 

の
り
も
の

11
 3.
3 
砂
あ
そ
び

2
1

 2
.4
 
6ワ
W
さ
1.J
J転

i
E
.

11 
1.
8

 ま
〉
ご
と

11 
2.
6 

森
へ
の
傑
検

2
1

 4.
2 

木
登
り

11 
3.
3 

お
し
ゃ
べ
り

21
 2.
4 

と
び
箱

11
 1.
8

 散
歩

11 
2.
6 

砂
あ
そ
び

11
 2.
1 

30
19
9
.9 

82
11
00
 

54
19
9.
9 

38
11
00
 

48
19
9.
9 
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(表
16
)

女
児

遊
び

の
種

類
(

出
現

回
数

)
初
回
遊
び
と
不
一
致
グ
ル
ー
プ

(
x
)

比
較

初
回
遊
び
と

一
致
グ
ル
ー
プ

(0
) 

4
才

5
才

6
才

('
95
-
'9
6)
0
グ
ル
ー
プ

(' 
95
-
'

 
96
) 
x
グ
ル
ー
プ

0
グ
ル
ー
プ

×
グ
ル
ー
プ

0
グ
ル
ー
プ

9
人

5
人

18
人

7
人

9
人

No
.
種

類
数

%
種

類
数

%
種

類
数

%
種

類
数

%
種

類
数

%

11
1鉄
棒

81
16 

ア
ス
レ
チ
ッ
ク

5
11
3.
8 

プ
ラ
ン
コ

16
11
3
.3

 プ
ラ
ン
コ

61
 12
 
ア
ス
レ
チ
ッ
ク

8
11
1.
8

 

2
プ
ラ
ン
コ

71
14
 

プ
ラ
ン
コ

4
11
1.
0

 鉄
棒

14
11
1
.7

 ア
ス
レ
チ

ッ
ク

5
1

 10
 
プ
ラ
ン
コ

8
11
1.
8

 

3
ア
ス
レ
チ
ッ
ク

61
 12
 

落
葉
あ
そ
び

3
1

 8.
3 
ア
ス
レ
チ

ッ
ク

13
11
0
.8

 か
け
っ
こ

51
 10
 
鉄
棒

81
11
.
8

 

4
鬼
ご
っ
こ

4
1
 8
 鉄

棒
3
1

 8.
3 
雲
て
い

12
11
0
.0

 鉄
棒

51
 10
 
雲
て

い
81
11
.
8

 

5
動
物
と
あ
そ
ぶ

3
1
 6
 か

け
っ
こ

3
1

 8.
3 
鬼
ご
っ
こ

11
1

 9.
2

 雲
て
い

5
1

 10
 
ジ
ヤ
ン
グ
〉
民
Fム

71
10
.3 

6
散
歩

31
 6
 鬼

ご
っ
こ

2
1

 5.
6 
か
け
っ
こ

11
1

 9.
2 
タ
イ
ヤ
と
ぴ

4
 

8
か
け
っ
こ

6
1

 8.
8 

7
す
べ
り
台

3
1
 6
 裏

山
の
ぼ
り

2
1

 5.
6

 す
べ
り
台

11
1

 9.
2 
す
べ

り
台

4
 

8
の
り
も
の

5
1

 7.
3 

8
ジ
ヤ
ン
グ
7レ
Y
ム

31
 6
 の

り
も
の

2
1

 5.
6 

ジ
ヤ

ン
グ
7ほ

Jム
91

 7.
5 
鬼
ご
っ
こ

3
 

6
す
べ
り
台

51
 7.
3

 

9
雲
て
い

31
 6
 
ま
〉
ご
と

2
1

 5.
6 
の
り
も
の

51
 4.
1 

虫
と
り

2
 

4
鬼
ご
っ
こ

31
 4
.4
 

10
森
へ
の
捕
食

2
1
 4
 砂

あ
そ
び

2
1

 5.
6 
落
葉
あ
そ
び

4
1

 3.
3

 散
歩

2
 

4
タ
イ
ヤ
と
び

3
1

 4.
4 

11
木
の
実
ひ
ろ
い

2
1
 4
 
タ
イ
ヤ
と
ぴ

2
1

 5.
6

 タ
イ
ヤ
と
ぴ

4
1

 3.
3 
森
へ
の
捕
食

2
 

4
落
葉
あ
そ
び

2
1

 2.
9 

12
の
り
も
の

2
1
 4
 
雲
て
い

2
1

 5.
6

 と
ぴ
箱

3
1

 2.
5 
ジ
ヤ
ン
グ
〉
レ
Y
ム

2
 

4
砂
あ
そ
び

2
1

 2.
9

 

13
虫
と
り

2
1
 4
 
す
べ
り
台

2
1

 5.
6

 散
歩

3
1

 2
.5

 の
り
も
の

2
 

4
ま
〉
ご
と

11
 1.
5

 

14
室
内
あ
そ
び

11 
2
 
た
こ
あ
げ

11
 2.
7 
た
こ
あ
げ

2
1

 1.
7

 落
葉
あ
そ
び

23
 

4
リ
レ

ー
11

 1.
5

 

15
ご
っ
こ
あ
そ
び

11
 2
 折

紙
11

 2.
7 

リ
レ
ー

2
1

 1.
7

 か
く
れ
ん
ぼ

2
裏
山
の
ぼ
り

11 
1.
5

 

50
1
 10
0 

36
11
00
 

12
0
11
00
 

50
1

 10
0 

68
11
00
 

X
グ
ル
ー
プ

0
人

種
類

数
%



(表17) 全遊びの出現回数

初回遊ぴ一致グループ (0) VS 不一致グループ (x)
固定遊具 手具その他 身体的あそび のりもの 全 体

性別 年令 人数 回数 % 回数 % 回数 % 回数 % 回数 % 
男

4才
01 (8人) 35 56.5 12 19.4 11 17.7 4 1 6.4 62 100 
x 1 (4人) 16 50.0 7 121. 9 8 125.0 1 1 3.1 32 100 

5才
01 (16人) 44 47.8 22 23.9 22 23.9 4 1 4.3 92 99.9 
x 1 (10人) 34 52.3 15 23.1 12 18.5 4 1 6.1 65 100 

6才
01 (7人) 19 45.2 10 23.8 11 26.2 2 1 4.8 42 100 

x 1 (7人) 25 50.0 8 116.0 17 34.0 。 50 100 

女
4才

01 (9人) 32 54.2 14 23.7 11 18.6 2 1 3.4 59 99.9 
x 1 (5人) 21 50.0 10 23.8 9 121.4 2 1 4.8 42 100 

5才
01 (18人) 84 64.1 11 8.4 31 23.7 5 1 3.8 131 100 
x 1 (7人) 32 56.1 9 115.8 14 24.6 2 1 3.5 57 100 

6才
01 (9人) 50 68.5 5 1 6.8 13 17.8 5 1 6.8 73 

x 1 (0人) 。 。 。 。 。

(図14)
全遊びの出現回数 日男

6.女

10 

ぷI~
切
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(表18) 遊びのペスト 5の出現回数

初回遊び一致グループ (0) VS 不一致グループ (x)

固定遊具 手具その他 身嗣守あそび のりもの 全 体

性別 年令 人数 回数 % 回数 % 回数 % 回数 % 回数 % 
男

4才
01 (8人) 21 55.3 7 118.4 7 118.4 7.9 38 100 

x 1 (4人) 8 40.0 4 120.0 7 135.0 5.0 20 100 

5才
01 (16人) 33 46.5 16 22.5 20 28.2 2 1 2.8 71 100 

x 1 (10人) 24 50.0 11 22.9 10 20.8 3 1 6.3 48 100 

6才
01 (7人) 10 34.5 8 127.6 10 34.5 3.4 29 100 

x 1 (7人) 13 38.2 8 123.5 13 38.2 。 34 99.9 

女
4才

01 (9人) 24 55.8 9 120.9 8 118.6 2 1 4.7 43 100 

x 1 (5人) 12 48.0 6 124.0 6 124.0 4.0 25 100 

5才
01 (18人) 49 61.3 8 110.0 19 23.7 4 5.0 80 100 

x 1 (7人) 18 51.4 6 117.1 10 28.6 2.9 35 100 

6才
01 (9人) 30 68.2 3 1 6.8 7 115.9 4 9.1 44 100 

x 1 (0人) 。 。 。 。 。
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(表
19
)

遊
び
の
ベ
ス
ト

5
に
お
け
る
出
現
回
数
と
あ
そ
び
時
間
の
比
較

男
初
回
遊
び
一
致
グ
ル
ー
プ

(
0
)

V
S

 不
一
致
グ
ル
ー
プ

(
x
)

出
現
回
数
頗

長
時
間
顛

回
数

順
長
時
間
頗

回
数

煩
長
時
間
頗

4
才

男
一

致
グ

ル
ー

プ
(
0
)

5
才

男
(
0
)

6
才

男
(
0
)

ア
ス
レ
チ

ッ
ク

1
ア
ス
レ
チ

ッ
ク

ア
ス
レ
チ

ッ
ク

1
サ

ッ
カ
ー

サ
ッ
カ
ー

1
サ
ッ
カ
ー

す
べ
り
台

2
す
べ
り
台

サ
ッ
カ
ー

2
ア
ス
レ
チ
ッ
ク

ア
ス
レ
チ

ッ
ク

2
鬼
が
っ
こ

プ
ラ
ン
コ

3
 ブ

ラ
ン
コ

プ
ラ
ン

コ
3

鬼
ご
っ

こ
リ
レ

ー
3

ア
ス
レ
チ
ッ
ク

の
り
も
の

4
森
へ
の
捕

食
す
べ
り
台

4
虫
と
り

か
け
っ
こ

4
 リ

レ
ー

ジ
ャ
ン
グ
ル

ジ
ム

5
裏
山
歩
き

鬼
ご
っ
こ
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遊
び
の
ベ
ス
ト

5
に
お
け
る
出
現
回
数
と
遊
び
時
間
の
比
較
女
児

女
初
回
遊
び
一
致
グ
ル
ー
プ

(0
)

V
S
 
不
一
致
グ
ル
ー
プ

(x
)

出
現
回
数
順

長
時
間
順

回
数

頗
長
時
間
順

回
数

願
長
時
間
順

4
才

女
一

致
グ

ル
ー

プ
(
0
)

5
才

女
(
0
)

6
才

女
(
0
)

プ
ラ
ン
コ

l
鉄
棒

ア
ス
レ
チ
ッ
ク

1
ア
ス
レ
チ
ッ
ク

プ
ラ
ン
コ

1
ア
ス
レ
チ
ッ
ク

鉄
棒

2
ア
ス
レ
チ
ッ
ク

プ
ラ
ン
コ

2
鬼
ご
っ
こ

ア
ス
レ
チ
ッ
ク

2
ま

〉
ご
と

ア
ス
レ
チ
ッ
ク

3
 ブ

ラ
ン
コ

鬼
ご
っ
こ

3
プ
ラ
ン
コ

鉄
棒

3
プ
ラ
ン
コ

動
物
と
遊
ぶ

4
室
内
あ
そ
び

鉄
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4
鉄
棒

の
り
も
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か
け
っ
こ

す
べ
り
台

5
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へ
の
樹
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っ
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5
か
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動
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す
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台

6
ジ
ヤ
ン
グ
ル
ジ
ム

か
け
っ
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6
鬼
ご
っ
こ

散
歩

7
散
歩

雲
て
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7
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て
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鬼
ご
っ
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ご
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(表22) 遊ぴの人数 Best5 0グループ回数順

1)アスげーック 2)すべり台 3)プランコ 4)のりもの 5 )ジャン勿Wム

(4575秒)7回 (3922) 5回 (2383) 5回 (1003) 3回 (632) 3回

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

4才(男児人 AI 1 AI 0 AI 1 AI 0 AI 0 
81 1 81 0 81 0 81 1 81 1 
C 1 0 C 3 CI 1 C 1 2 C 3 

D 1 6 D 1 3 D 1 2 

E 1 0 E 1 2 1 1 E 

FI 1 
GI 8 8 

ー--ー ---_ 
言十 271 (17) (10) 91 (5) (4) 51(5) 31 (3) 4 1 ( 1) (3 ) 

1)アスレチック 2)サッカー 3)プランコ 4)すべり台 5)鬼ごっこ

(883続P)ll回 (9037) 8回 (1705) 7回 (2310) 4回 (4127) 5回
♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

5才(男)16人 AI 6 1 IA 4 AI 0 AI 3 AI 1 
81 1 81 5 81 1 81 5 日 3
CI 1 CI 1 CI 0 C 1 5 C 1 4 
D 5 D 1 7 D 1 3 01 0 D 1 5 
E 1 2 E 1 11 E 1 0 EI 1 E 1 2 3 

FI 2 FI 3 FI 1 3 F 1 6 
GI 7 2 G 1 4 GI I 

H 1 2 6 H 1 14 

1 1 5 6 
J I 0 

計 ~f(2~) (21) 491 (49) 
ー・---

9 (6 ) ( 3) 201 (20) 
----

181 (15) (3 ) 

1)サッカー 2)アスレチック 3)リレ ー 4 )かけっこ 5 )プランコ
(5070秒)5回 (2150) 4回 (2倒的3回 (735) 3回 (690) 3回

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

6才(男)11人 AI 8 A 1 16 1 IA 23 6 1 A 2 6 AI 2 2 

81 10 81 3 5 81 3 2 81 1 B 3 

C 1 5 C 1 0 C 1 5 CI 1 C 1 0 
D 1 5 D 1 5 
EI 1 

ーーーー
計 291 (29) 301 (24) (6) 391 (31) (8) 101 (4) (6 ) 71 (2) 
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(表23) 遊びの人数Best5 xグループ回数順

11)アスレチック 12)かけっこ 13)散 歩 14)すべり台 15)鉄 棒

(3094秒)3回1(1680) 3回1(925) 3回 1(840) 2回 1(326) 2回

|♂|♀ 1 1♂|♀ 1 1♂|♀ 1 1♂|♀ 1 1♂|♀ 

4才(男)4人 IA11 1 IAI 1 1 IAI 1 1 IAI 3 1 IAI 1 1 2 

B101 IBI71 IBlol IBI211 1BI2 
C 1 14 1 2 1 C 1 0 1 1 C 1 3 1 1 1 1 1 1 

計四ー・・ー-Iiすr<is)](i)rsn副|ーー一ーl3l(3 -)-，----r 6-' (5-) (( -I) 1-5-((3) 1-(-2)-

1)アスレチック 2)すべり台 3)かけっこ 4)プランコ 5 )鬼ごっこ

(4892秒)8回 (1696) 6回 (2458) 5回 (1409) 5回 (4807) 3回

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 平 ♂ ♀ 

5才(男)10人 IA 3 1 IA 3 AI 0 AI 0 AI 8 4 

BI 1 BI 0 B 1 2 2 BI 0 BI 5 3 

C I 4 3 CI 0 CI 5 3 CI 5 C I 6 3 

01 5 3 01 4 D 1 18 01 1 2 

E 1 2 E I 7 E 1 I E 3 2 

FI 4 FI 1 
GI 2 

H I 4 I 4 
・・ーーーー計ーーーーー-(37((話jJ(iz)1is1<iS) 1"--ーT31r(i5yr<6-iri:ir(訂日正n泊J(ig)mo)l

11)鬼ごっこ 12)アスレチック13)サッカー 14)室内あそび15)とぴ箱

(4727秒)7回1(2571) 5回 1(4685) 5回 1(1740) 3回 1(1393) 2回

|♂| ♀ 1 1♂|♀ 1 1♂|♀ 1 1♂|♀ 1 1♂|♀ 

6才(男)7人 IAI 5 I IAI 1 I IAI 3 I IAI 2 I 3 IAI 7 I 5 

B1 15 1 2 1 B 1 0 1 1 B 1 5 1 1 B 1 3 1 1 B 1 1 
C111121c1201 IcI5 1 Icll 目

D 171 IDI201 1014 
EI 8 1 4 IEI 2 1 1 1 

一一討一一!函msjJ(副1誌rc泊)1'---1"1刊ー(I7YiI9"U訂1(3)1i3)(瓦ilu)
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(表24) 遊びの人数Best5 0グループ間制時

1)プランコ 2)鉄棒 3)アスレチック 4) jI_R初とあそよ 4)すべり台

(4367秒)6回 (6291) 5回 (4770) 5回 (1410) 3回 (780) 3回

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 字

4才(女)9人 A 5 AI 4 7 AI 4 11 AI 1 3 AI 1 4 

BI 1 7 BI 3 5 I B 4 BI 1 2 IB 

C I 2 2 I C 6 I C 3 C I 6 4 I C 2 

DI 1 2 ID 8 D I 2 

日 1 3 I E 3 E I 2 2 

F I 3 3 

計 301 (8) (22) 361 (7) (29) 291 (8) (21) 171 (8) (9 ) 91 (6) (3 ) 

1)アスレチック 2)プランコ 3)鬼ごっこ 4)鉄 棒 5)かけっこ

(11253秒)12回 (4633) 12回 (8510) 9回 (3291) 8閲 (2931) 7回

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

5才(女)18人 AI 0 AI 1 1 IA 4 IA 2 AI 0 

BI 0 BI 0 BI 14 4 I B 4 I B 2 

C 10 I C 1 I C 5 6 I C 2 C I 0 

D 3 I D 2 D I 4 4 ID 7 I D 14 

E I 0 E I 0 E 4 I E 11 I E 5 

FI 1 F 5 F I 5 2 FI 1 5 I F 3 

G I 3 4 GI 3 GI 3 15 GI 1 4 GI 0 

HI 3 HI 2 3 H I 10 7 H I 6 11 

I I 1 6 I I 1 6 I I 1 2 

J 6 I J 2 

KI 1 3 KI 1 4 

L I 11 15 LI 2 

計 721 (20) (52) 351 (10) (25) 901 (42) (48) 541 (8) (46) 24 (24) 

1)プランコ 2)アスレチック 3)鉄線 4)自転車 5)グヤングjレンム
(1749秒)8回 (4587) 7回 (1113) 5回 (1359) 4回 (840) 4回

♂ 平 ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 
6才(女)9人 A 2 AI 2 7 AI 0 AI 1 3 I A 

B 6 I B 1 IB 2 B 2 I B 

C 8 CI 3 14 I C 4 I C 2 CI 1 

D I 0 DI 1 4 DI 1 D 2 D I 0 

E 2 E I 0 E 

F 3 I F 1 

G I 0 G 

H I 0 

言十 21 (21) 341 (6) (28) 81 (3) (5 ) 101 ( 1 ) (9 ) 3 1 ( 1 ) (2 ) 

に
d

A
H
1
 



(表25) 遊びの人数 Best5 xグループ回数順

1)アスレチック 2)鉄 線 3)プランコ 4)鬼ごっこ 5)かけっこ

(3708秒)5回 (1140) 3回 (592) 3回 (1819) 2回 (960) 2回

♂ 平 ♂ ♀ ♂ 平 ♂ ♀ ♂ 平

4才(女)5人 AI 0 1 IA 1 IA 1 IA 9 AI 6 9 

B B 6 1 B 。BI 2 4 1 B 6 

C 12 C 1 5 12 1 C 。
D 1 2 

E 10 

計 251 (2) (23) 241 (5) (19) (1) 151 (11) (4 ) 211 (6) (15) 

1)アスレチック 2)プランコ 3)かけっこ 4)鉄 線 5)鬼ごっこ

(3435) 5回 (1627) 5回 (1130) 4回 (606) 3回 (1710) 2回

♂ ♀ ♂ 平 ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

5才(女)7人 AI 1 12 IA 1 IA 2 A 。AI 2 

BI 0 BI 0 B 1 0 B 4 B 1 6 5 

CI 1 5 CI 1 1 I C 4 12 1 C 4 

D 1 3 4 D 1 7 D 1 0 

E I 2 I 4 I E I I 1 
計 -r 32 r (-7-i 1 (25i1ii 1(8) T(3 -)TI-8T( 6 Yf (厄fra-r----[(8i]i:i](-s)l(到

(図15)
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(図16)

遊びの長時間順|遊びのベスト 10による人数形式(初回遊び一致 O 不一致 x)
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(図18)

遊びの長時間順|遊びrスiJOにす入門P1F匂 一 致 仏 不一致 x)

× 
の りもの 口女

~ 男

5 身体あそび 回 全体

才

手具その 他

男

固定遊具

。のりもの

5 身体あそび

才

手具その他

男

固定遊具

(図19)

遊びの出現回数順|遊び?Fス iJOにす人物式~回遊起一致 7~~ 不一致 x)

× の りもの

6 I身体あそび

才 l
手具その他

男

固定遊具

01の りもの

:[身体 あそぴ

手具その 他

男

固定遊具

-48 

口女

幽 男

回全体



(図20)

遊びの長時間順|遊びおべス iJOに守人野式~回遊起一致仏不一致 x )
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(図22)

遊びの長時間11頂|遊びのベス ト10による人数形式(初日遊び一致 O 不一致 x)
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(図24)

遊びの長時間順 遊びrス2jOにもF人野式潔回遊話一致仏不一致 x)

のりもの ロ 女
× 

~ 男一一一

5 身体あそび 口全体

才

手具その他z 
女

固定遊具

。のりものヨ
5 身体あそび

才

手具その他

女

固定遊具

(図25)

遊びの出現回数順 務び百戸ス ~JOにす人数w式甥回遊話一致仏不一致 x)

。のりもの屋ヨ ロ女

~ 男 一一一

6 身体あそび 回 全体

才

手具その他

女

固定遊具

遊びの長時間順 10 20 30 40 50 60 7096 

。のりもの雇ヨ
6 身体あそび

才

物手具その 他

女

固定遊具
ょιj

l
 

r「
υ



'Cram' の意昧構造と統語構造 (1)

奥坊光子

O.所格交替動詞司 ‘cram' 

‘cram には，所格交替動詞として二種の構文が可能である。

(1) a. Mary crammed food into the freezer 

b. Mary crammed the freezer with food 

各構文中における前置詞句， (la)のinto句， (1b)のwith句には，生起の可

能性おいて追いが見られる。

(2) a.・Marycrammed food 

b. Mary crammed the freezer. 

2穫のcram文の統語分析 (Okuboh1996)， (1)ではVP内にあり， Vのシ

スターとして義務的な・intothe freezer' と (2)では付加調として随意的な

白withfood'に基づいて， Okuboh (1994)の延長線上に， あらためでこの統

語現象は意味構造， Jackendoff流の概念構造における心的表示としての語蒙概

念構造の反映であることを検証する。場所のpp句， with句の統語分布上の差

異， または各々の句の語集概念構における特性の検討の手始めとして，本稿で

は動詞が表象する様相に注目して，二種の構文の分布情況を探る。

所絡交替動調， cramの諾議概念構造規定法として，まづ伝統的な分析

(Rappaport & Levin 1988)， lexical ruleによ って関係づけられる 2種の語業
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概念構造 (LCS)想定はholisticeffect/completiveness (Anderson 1971. 

J ackendoff 1990)の差異を説明できるかぎりにおいて支持される。一方，場所

のpp句，with句の義務的/随意的という統語的分布上の差異についての情報

規定において限界を見た (Okuboh1994)。

この二種の構文に現れる場所のpp句， with句の統語分布上の差異は，

cramに限らず同じく所格交替動詞， spray /loadにもみられる。

(3) a. Mary loaded hay into the wagon 

・Maryloaded hay. 

Mary loaded the wagon with hay 

Mary loaded the wagon. 

(4) a. Mary sprayed paint on the wall 

・Marysprayed paint 

Mary sprayed the wall with paint. 

Mary sprayed the wall 

この統語パラダイムについて，統語上，意味上のものかという検討は後で行

うことにして，所格交替動詞の特性として扱かうべきかという問題がまず浮上

する。

所格交替現象の枠をはずれて，他の動調について場所のpp句， with句の分

布現象は以下のように概観できる。

(5) put: 

1 put books on/under/near the table 

・1put books. 

¥Uノ μUUl.

Tamara poured water into the bowl 
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Tamara poured water 

(7) fill: 

Bill filled the tank with water 

Bill filled the tank 

(8) cover 

Bill covered the ground with tar 

Bill covered the ground 

各動詞に可能な 2種のうちいづれかの構文において， pp句， with句の一般

的統詩的分布情況は， pourを例外として場所のpp句は義務的，with句は随意

的である。 以下，所格交替動詞， cramの語義概念構造の規定をilithに，先の統

訪パラダイムは所格交替現象の特性を構成するかという聞いの検討に，各構文

の一般語糞概念上の特性を考察する。

1. with句

所格交替動詞についての伝統的な分析 (Rappaport& Levin 1988)では，

lexical rule (10)， (11)によって関係づけられる 2種の語議概念構造 (LCS)

(9)が想定されている。

(9) LCS1 [x cause [y to come to be at z]] 

LCS2 [x cause [z to come to be in ST A TE]] 

BY MEANS OF [x cause [y to come to be at z]] 

(10) When the LCS of a verb includes one of the following substructres. 

link the variable represented by x in either substructure to the 

direct argument variable in the verb's PAS: 

(a) ...[x come to be at LOCA TION] 

(b) ...[x come to be in ST ATE] 

(11) Link the Theme of change of location in MEANS c1auses to the 
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object of with 

語葉概念構造においてBYMEANS OF関数に表象されるwith構文分析によ

ると， linking rule (11)は無差別的な適用の結果，所格交替動詞のwith句と

道具項を伴なう with句は同様の統語現象をとることになる。事実， Rappaport 

& Levin (1988)は統語上，同じふるまいをするという観察の基に，上記の構

造規定を提案している。

しかし， (12)一(15)は， with句に現れるNPが何の項であれ， cram文に現

れるwith句と， breakに生起する純粋たる道具項を伴なう with句には統語上

の差異があることを示している。

(12) a. Mary broke the window with a hammer 

b. How did Mary break the window? 

With the hammer 

(13) a. Mary crammed the freezer with food with her hands 

Mary crammed the freezer with her hands 

b. How did Mary cram the freezer? 

'With food 

With hands 

(14) a. Mary loaded the wagon with hay with a pitchfork 

Mary loaded the wagon with a pitchfork. 

b. How did Mary load the wagon? 

'With hay 

With a pitchfork 

(15) a. Mary sprayed the wall with paint with an aerosol 

Mary sprayed the wall with an aerosol 
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b. How did Mary spary the wall? 

'With paint. 

With ari aerosoL 

所格交替のwith構文において， 道具を表すwith句との生起可能性，そして

breakとは異なって， how疑問文への答えとして許容されない事実は， 概念構

造規定において一律に道具のwith句と同様に扱えないことを示 している。ま

た， 0で見たwith構文が可能な動詞についても， 同様のテストを試みる。

(16) a. Bill filled the tank with water with a bucket. 

Bill filled the tank with a bucket. 

b. How did Bill fill the tank? 

'With water 

With a bucket 

(17) a. Bill covered the ground with tar with a blush 

Bill covered the ground with a blush. 

b. How did Bill cover the ground? 

'With tar 

With a blush 

統語レベルにおけるbreakのwith句と の対比は， 所格交替動詞をはじめwith

句に現れるNPは道具項ではないこ とを示している。このことは，少なくとも

所格交替動調， cramのwith構文に関して， Rappaport & Levin (1988)のBY

MEANS OF関数設定によ って前置詞構文のLCSがwith構文LSCの下位構造を

なすという こ構文の関係付け，そして 一律的なlinkingrule規定への反証とな

る。
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2. r主題J(Theme)表現としてのwith句

一般に，交替現象は同ーの主題関係を表す 2種の構文であると定義される。

動詞に関与する主題関係の一般的な規定にあたっては， 具体的な主題関係のリ

ストは有効でないことを例証する言語資料の一例が， 実は交替現象である。所

格交替現象において，ほほパラフレーズ関係にある 2構文を前提に，場所格を

表す動調の項が片や前置詞句内に，また一方動詞の目的語の位置に現れ，同ー

の名調句にそれぞれに与えられる主題関係が異なっていてはその説明に統一性

が失われる 。所格交替動詞に伴う 主題関係の規定に，くAgent.Theme. 

Locatum>，くAgent.Locatum. Goal>のいづれをとるかという ジレンマ

(Rappaport & Levin 1988)に陥る。

Theme， Patient， Locatumの用語をめ ぐって様々な分析が交錯する中，こ

こではJackendoff (1990)のActor.Patien tから構成される「行為層J(Action 

tier)から独立した別の意味役割体系としての「主題関係層J(Thematic tier) 

を，リストでない語裳概念構造中の位置によ って表象される主題関係を射程に

意味構造を模索する。

主題関係層の設定に向けて，所格交替文に現れるwith句をまづ，Gruber 

(1965)， Jackendoff (1972， 1976， 1983， 1999)の意味合い，すなわち動詞に

よって表される移動，変化をこうむるものとして 「主題J(Theme)表現と

規定する。英語において，幾つかの主題の表現形として， with句は主要な手

段である。(Jackendoff1990) i主題J，すなわち移動，変化をこうむるものが

関与する多種多様な動調の中で， 実は1.で取り上げた動調は， Verbs of 

putting (Levin 1993)の中から，主題表現としてのwith句分布についてそれ

ぞれ特定な現象を示す代表的なものである。

(18) put: 

a. 1 put books on/under/near the table 

"1 put books. 

b. "1 put the table with (the) books 

"1 put the table 
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(19) pour 

a. Tamara poured water into the bowl 

Tamara poured water 

b.・Tamarapoured the bowl with water. 

'Tamara poured the bowl 

(20) fill 

a.・Billfilled water (into) the tank 

'Bill filled water 

b. Bill filled the tank with water 

Bill filled the tank 

(21) cover 

a. 'Bill covered tar (on) the ground 

'Bill covered tar 

b. Bill covered the ground with tar 

Bill covered the ground 

随意的なwith句の分布環境の考察に，まつeはwith構文の分布環境の特定化

が先決となる。cramとは異なって， (19)一(21)の所格交替を伴わないという

点において共通している 3つの動詞は，可能な構文の分布において違いを示 し

ている o with構文はput，pourには生起できず， cram， fill， coverには生起し

うる。またこれらの動詞に見るかぎり， with構文の分布環境は前置詞構文の

それと相補関係にある ことが分かる。

with構文と前置詞構文の相補的な統語分布環境を，動調の合意するところ

から，意味論の視点から捉えることができる。(with構文は可能で、なく )前置

詞構文のみが可能なput，pourは，物体の単純移動を合意する。それに対して，

with構文のみ可能なfill，coverは状態変化を合意する。この観察に基づいて，

非公式ながら， r移動J，r状態変化jという様相を前置調構文/with構文分布

。。
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を支配する対立する意味概念として提案する。この意味論視点から所格交替動

調， cramに含意されるところの意味を分析すると， cramにはその対立するこ

種の意味要素が含まれている。容器の中にものを 「移動」させる意味を恭定に，

杯になるという「状態変化jが確保される場合も含意されうる。その結巣と

して 2種の構文，すなわち所格交替が可能であると考察される。

3. r主題J(Theme)表現としてのof句

「主題J(Theme)表現として，代表的なVerbsof puttingについてwith句の

分布を検討してきたが，同じく「主題J，すなわち移動，変化をこうむるもの

が当然関与する，場所の移動を含意するまた別のカテゴリーの動詞について主

題表現句の検討を試みる。Verbsof removing (Levin 1993)においては， r主
題J(Theme)表現として， with句の代わりにof句をとる。 したがって，以 F

の動詞については， of構文と前置詞構文の分布環境を見ることになる。

(22) Clear verbs: empty. clean， drain 

a. Doug cleared dishes from the table 

Doug cleared dishes. 

b. Doug cleared the table of dishes. 

Doug cleared the table 

(23) remove 

a. Doug removed the smudges from the tabl巴 top

Doug removed the smudges. 

b.・Dougremoved the table top of smudges 

'Doug removed the table top.l) 

(24) banish: 

a. The king banished the general from the army 

The king banished the general 
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b.・Theking banish巴dthe army of the general 

・Theking banished the army 

(25) steal 

a. The thief stole the painting from the museum 

The thief stole the painting 

b.・Thethief stole the museum of the painting. 

'The thief stole the museum 

(26) cure 

a.・Thedoctor cured pneumonia from Pat. 

・Thedoctor cured pneumonia. 

b. The doctor cured Pat of pneumonia 

The doctor cured Pat 

これらの動詞は，共通して物体の表面や容器の中からものをとり除くという

意味を持つ。of構文が不可能で、前置詞構文のみ可能な動詞， remove， banish， 

stealは，単純に何かを取 り除くという 物の移動を含意するに留まり ，完全に

あるものがなくなったことま では合意きれない。

次に，of構文のみ可能なcureが合意するところは，治療により病気，症状が

消え去ったという状態変化である。交替現象を示すclear，clean， drain， empty 

の動調は， あるものを取り 去る，移動させることに留ま らず，その結果完全に

ものが取り除かれた状態変化をも合意する。

これらのものを取り 去る動詞について前置調構文と 「主題J(Theme)表現

としてのof構文分布に，with構文同様に， r移動」と 「状態変化Jという意味

概念が機能していると考える。

4.所格交替動詞， ‘cram'のしcs提案

「移動J，r状態Jという様相を，前置調構文と with/of構文分布を支配する
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対立する意味概念分析は， 具体的なcramの語棄概念構造の規定法として，別

個の 2種のLCS設定を支持するものである。「移動Jを含意する前置詞構文，

「状態」を合意するwith/of構文はそれぞ、れ， J ackendoff型のLSC体系において

は，前者はGO関数に，後者はINCH関数によ って表される。21

(27) Mary crammed food in to the freezer. 

cram 1: [CAUSE ([ ]i. [GO[ ]j. [TO[ ]klJ)] 

(28) Mary crammed the freezer with food 

cram 2: [CA USE ([ ]ド [INCH[BE([]. [INd/ONd[ ];l)lJ)] 

(27)， (28)は， Jackendo妊 (1990)による同じく所格交替動詞， load の，特

にwith構文のLSC分析と合致するものである。

(27)， (28) の所格交替動詞， cramの二種の概念構造規定をもとに，統語

上，義務項である場所のpp句と随意項である with句の特定化について，また

本稿で検討の対象としたその他の動詞についてのwith句の分布情況をも射程

として， 一般説明力を持った構造規定，その他規則の検討が必要である。その

方向として， 主部の述語動調によ って語葉的に主題関係が付与されない随意的

な項の分布を説明するのに，各動詞の諾業項目中に伝統的な下位範時化情報と

して規定するよりも， With-adjunction. Of-adjunction rule の設定が有効でLある

と考える。この規則開拓の中に，義務項である場所のpp句と随意項である

with句が所格交替動調の統語的特性を構成するのかという検討も含まれる。

同じく所格交替動調である Wipev巴rbs(Levin 1993) は，場所のpp句，with 

句の分布においてcramとはまた違った特有な分布情況を示している。

(29) Wipe verbs 

A. wipe (Manner subclass)31 

a. Brian wiped the fingerprints from the counter. 

Brian wiped the fingerprints 

b.・Brianwiped the counter of fingerprints. 
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Brian wiped the counter 

B. shovel (Instrument subclass)41 

a. Carla shoveled the snow from the walk 

Carla shoveled the snow 

b. .Carla shoveled the walk of snow 

Carla shoveled the walk 

この事実に併せて，pourに伴う 場所のpp句の随意的分布について，一般的

考察を課題と して残す。

j主

1.テーブルが場所の項としての読みにおいて非文法的

2. Maruta (1997)では，所格交替却J詞のLSC規定に別の観点からの考察の結果，I苅数体

系の 設定において同様の分析を行っている。

load 1: [CAUSE ([ li' [GOlj， [TO [ lk]])] 

load 2: [CAUSE ([ ]， [INCH [BE([ medium LOAD]， [ON [ ]])]])] 

3. Manner subclassとしてあげられているその他の動詞は以下のとうりである。(Levin

1993) 

bail. buff， dab， distill. dust. erase， expunge， fluch， leach， lick， pluck， polish， prune， 

purge， rinse， rub， scour， scrape. scratch， scrub， shave， skim， smooth， soak， squeeze， 

strain， strip， suck， suction， swab， sweep， trim， wash， wear， weed， whisk， winnow， wring 

4. Instrument subclassとしてあげられているその他の動詞は以下のとうりである。

(Levin 1993) 

brush， comb， file， filter， hoover， hose， iron. mop， plow， rake， sandpaper， shear， 

siphon， sponge， toweL vacuum 
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属格Japan'sについて

-]apaneseとof]apanとの比較とともに一

清水純子

回 はじめに

ここではTaylor(1989 p.679)が次のように言っているa)-'--c)を]apan'sの場

合に適用してみたいと思います。

a) The possessor is a specific human being. 

b) The possessed is a specific concrete thing，. 

c) The possessor has exclusive rights of access to the possessed 

a)-c)において， a)では「所有者は特定のヒトJであること， b)においては

「所有物は特定で明確なモノ ・コトJであること， c)では「所有者は所有物に

対し特権がある」ということで， a)とc)をまとめると， i所有者は所有物に対

し特権のある特定のヒト jということになり，ここでは，擬人化{りさ れた

]apanと解釈し，これ以後は取り 挙げないことにし ます。従ってb)の「所有物

は特定で明確なモノ ・コトJであることに焦点をおき，属格]apan'sの場合の

所有物の 「特定で明確なモノ ・コトJとは何であるかを考えてみたいと思いま

す。

更にYuleが“Apresupposition is something the speaker assumes to be the 

case prior to making an utterance." (1997 p.25) という， i話し手は，発話す

る前に前提を想定している」の前提 (presupposition)説を取り入れたいと思

います。特に話し手 ・書き手が前提としている事物や事実の存在を聞き手・読

み手も事物のモノと事実のコトの存在を理解すると考えられ， Yuleのいう「存

在前提J(existential presupposition) (1997 p.27)という ことができると思い

ますので，その観点から観察を試みてみたいと思い ます。更に 「日本のJで思
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い付く ]apaneseとof]apan の比較も少々してみたいと思います。

田 Japan'sの場合のexistentialpresupposition 

Yuleによれば “Theexistential presupposition is not only assumed to be 

presen t in possessi ve constructions，... (2)" (p.27) と言っていることから， your 

car の場合，車という事物を持っていてその事実が明確であることを前提とし

ているので，その「存在前提Jをyourcar >> you have a carと表わすことが

できます。

(a) With]，ap頃n'ssummer still parching throats as it turns its muggy-hot 

head toward autumn， let's turn our thoughts. and our thirsts， to 

wines for refreshment as the heat lingers on. (By Davis Barrag芭r

The ]apan Times Sept.23， 1999) 

(b) ]apan's poverty in natural resources and the destruction of Its 

industrial facilities during the war were thus turned to advantage in 

its rIse to industrial power. (Reischauer 1995 p.53) 

(c) As ]，apan's historically healthy dietーlowin cholesterol and well-

balanced-gradually gives way to ready-to-eat dishes and fast 

foods，... (By].R.Dash The ]apan Times Sept.24， 1999) 

(d) 1 have before me pictures of typical beauties of ]apan' s various 

historicaJ ages.: Nara. Heian， Muromachi and so forth. (Seward p.47) 

(e) ]apanese exports and imports each account for only about 10 

percent of ]，apan's production and consumption. (Reischauer 1995 

p.49) 

(a)-(e) までのexistentialpresuppositionは (a)'-(e)'となります。

(a)' ]apan's summer >>we have a muggy-hot summer in ]apan 

(b)' ]apan's poverty in natural resources >>]apan had had lack of 

natural resources 
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(c)' Japan's historically healthy diet >>Japan has had historically 

healthy diet 

(d)' J apan's various historical ages >>Japan has its own various 

historical ages 

(e)' ]apan's production and consumption >>Japan has produced and 

consumed Japanese products and imports (and Japan has its own 

production and consumption) 

即ち， (a)'では「日本の蒸し暑い夏J，(b)'では「日本は天然資源が乏しいJ

こと ，(c)'では「日本には歴史的に健康によい食べ物があるJこと， (d)'では

「日本固有の時代がある」こと， (e)'では「日本が生産して消費してきた」こ

とが事実として存在することが前提とされています。従って， (a)-(e) まで

のpresupposition(a)' - (e)'のモノ ・コトの事実が発話時，活字上で話し

手 ・書き手及び聞き手 ・読み手に理解されている と言うことができ， Japan's 

の場合は 「存在前提J(existential presupposition)があると考えられます。

回 Japan'sの特定'性

Taylorが“Thepossessed is a specific concrete thing: (p.679)と言ってい

る 「所有物は特定で明確なモノ ・コ ト」 とYuleの言 うexistential

presuppositionである事物のモノ， 事実のコトの 「存在前提」を加えて， r所有

物の特定で明確なモノ ・コトJを状況 ・文脈の中で具体的に何かを観察してみ

たいと思し、ます。

[1 ]時制の特定

(a) Almost single-handedly， Hello Kitty has sparked a retailing 

revolution that helped her creator， Sanrio Co.. multiply profits 13 

times in the last fiscal year -and thus beat ].apan' s recession. (By 

Jon Herskovitz The Japan Times Febゑ 1999)
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(b) The wildfire word-of-mouth network linking ].apan' s schooJgirJs 

quickly spreads news of hot products. (Ibid) 

(c) One of America's problems is that no one wants to do the “dirty" 

work any more. (Mclean p.57) 

(d) What do you think of ].apan's economy? 

(a)-(d)のpresuppositionは次の (a)'-(d)'のようになります。

(a)' ]apan's recession >>]apan now has recession 

(b)' ]apan's schoolgirls >>]apan has modern schoolgirls 

(c)' America's problems > > America has some problems these days 

(d)' ]apan's economy >>we have present-day economy in ]apan 

即ち， (a)'のnow，(b)'のmodern，(c)'のthesedays， (d)'のpresent-dayで

わかるように， (a)'は「今の不況j，(b)'は 「今の女生徒j，(c)'は 「今の問題j，

(d)'は目の前での会話文と して 「今の経済」 ということになり， ["今の」 が (a)

-(d)の所有物モノ・コトの 「特定」ということができます。

(e) ].apan's capitulation in 1945 not only brought to a catastrophic end 

the career of military expansion on which ]apan had been engaged 

since 1931. (Toynbee p.4) 

(f) ; for this had been a‘success story' from j，'apan's victory over China 

in 1894. (Toynbee p.5) 

(g) Gojira， born in a nuclear blast. could be seen as ].apan's pulp-fantasy 

counterattack on the nation that bombed Hiroshima and Nagasaki 

(Time Aug.23-30， 1999 p.103) 

(h) Deflationary measures put into place to curb j.apan's so凶nngpnces 

shoved Toyota to the brink of bankruptcy. (Ibid. p.88) 

(e)-(h)のpresuppositionは (e)'-(h)'のようになります。

(e)' ]apan's capitulation in 1945 >>]apan ratified a capitulation in 1945 

(and ]apan had a particular capitulation.) 

(f)' ]apan's victory over China in 1894 >>]apan won a victory over 

China in 1894 (and ]apan had its own victory.) 
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(g) ， ] apan' s pulp-fan tasy coun terattack > >] apan had pulp-fan tasy 

counterattack all its own in 1954 

(h)' ]apan's soaring prices >>]apan had its own soaring prices after the 

war 

即ち， (e)'のポツダム宣言の批准や， (f)'の日清戦争の勝利は文脈に1945年，

1894年と明示されてあり， (g)'は文脈のGojiraから 1954年と推測でき， (h)'は

文脈から，戦後と推測することができます。従って過去の場合は状況 ・文脈の

中に明示されているか又は推測でいつのことかわかる特定性があるといえると

思います。

次に状況 ・文脈上の現在完了と過去完了の場合を見てみます。

(i) If my successive observations since 1929 are correct， ]apan's 

attitude towards China has undergone a series of striking changes in 

the course of these last ninety-nine yearsル (Toynbeep.2l) 

ω Sixth. ].apan's neighbors.. (Mclean p.56) 

(k) In the 1950s. Rashomon was criticized as exposing ].apan's ignorance 

and backwardness to the outside world-a change出atnow seems 

absurd. (Time August 23-30. 1999 p.l01) 

(1) The euphoria resulting from ].'apan's economic success during the 

1960s blotted out for a time anxieties over its utter dependence on 

the outside world for its means of livelihood.…(Reischauer 1995 p.53) 

(i)-(l)のpresuppositionは(i)'-(1)'のようになります。

(i)' ]apan's attitude>> (Japan has had its own attitude towards China. 

so) ]apan has taken the attitude 

り)']apan's neighbors >>]apan has had relationships with its neighbors 

(. so ]apan has neighbors all its own.) 

(k)' ]apan's ignorance >>]apan had ignored the western image of ]apan 

(. so ]apan had ignorance all its own.) 

(1)' ] apan' s economic success > > ] apan had succeeded economically (. 

so ]apan had a symbolical economic success.) 
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(i)'においては文脈から1868年の明治維新から99年の間での日本の中国に対す

る態度のことで， (j)'は文脈からいままで関係を持って来た隣国の ことで，

(k)'は1950年代に日本は西洋からどう見られているかを知らないで来たという

こと ，(1)'では1960年代に経済成長において成果があったということ，が前提

となっていますが， (i)' ~ (1)'においである期間の継続が意味されていること

が， 前提文 よ りわかり ま す。 従っ て(i) ~(l ) において は，現在又は過去の

「継続」という「特定」がなされているということができます。

以上の (a)~ (l ) まで時制の 「現在J I過去JI現在完了JI過去完了Jによ っ

て特定化される所有物のモノ ・コトに対する特定性もあるということを見て来

ました。

[ 2] r代表J(typical)の特定

(a) ]，apan' s foursome finished with 933 points， a comfortable margin 

over defending champion and silver medalist Germany， which scored 

897.4. (By D，Robson Nagano '98 Feb.l8. 1998) 

(b) The ubiquitous ]apanese businessman abroad. dressed in his dark 

blue suit. is usually regarded as the symbol of ]，apan's aggressive 

technology. (Mclean p.28) 

(c) D.H.Lawrence， the author of Lady Chatterley's Lover and one of 

E'ngland's major twentieth-century novelists， certainly understood 

this: (Bantock p.l6) 

(d) Michael ]ordan was an America's basketball player who loved 

playing basketball and his family 

(e) Empress Michiko is a ]apanese woman. She is a very ]apanese 

woman and she is a ].apan's woman working for ] apan. 

(a)~ (e) の presupposi tion は (a)'~(e)' の よ うになります。

(a)' ]apan's foursome >>]apan has jumpers elected for foursome 

(b)' ]apan's aggressive technology >>]apan has aggressive technology 

which typifies ]apan 
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(c)' England's major twentieth-century novelists >>England has had 

major novelists who typified twentieth-century 

(d)' America's basketbal! player >>America had a symbolical basketbal! 

player 

(e)' ]apan's woman >>]apan has a archetypical woman 

(a)' -(e)'の前提文からわかるように，書き手 ・話し手は 「代表」 を敷桁 して

(a)'では「遊ばれたJ，(b)'は「特徴をよくあらわしているJ，(c)'は 「代表す

るJ，(d)'は 「象徴的なJ，(e)'は 「原型と なるJを前提として意図し，読み

手 ・聞き手は活字上にない， 音にはない 「代表するJの敷術的な意味を文脈の

1=1"で理解します。従って， r代表」という「特定」があるということができる

と思います。

[ 3] r特別J(pa吋icular)の特定

[A] (a) There is no question but that ]apan's postwar education system has 

produced one of the most highly educated. egalitarian societies in 

the world today. (Mclean p.38) 

(b) Radical change in ]ap四Iγsmodern histor'Y has come only twice. both 

times following traumatic external shocks. (By R.Hornik Time 

Apr.20， 1998) 

(c) Harada. known in ]apan and everywhere else that ski jumping 

matters as“Smiling Harada." was not the only hero of j.apan's snow-

coated and emotional victory in the Olympic team jumping 

competition. but he was the hero who took the good news the 

hardest. (By Ch.cJarey Herald Tribune Feb.l8. 1998) 

(d) What are j.apan's strong point.s that others may wish to copy? 

(Reischauer 1990 p.25) 

(e) Let me talk about j.apan's educational system，“]uku" 

(a)-(e)のpresuppositionは (a)'-(e)'のようになります。

(a)' ]apan's postwar education system >>]apan has a particular postwar 
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educational system 

(b)' ]apan's modern history >>]apan has a particular modern history 

(c)' ]apan's snow-coated and emotional victory >>]apan had a particular 

snow-coated and emotional victory 

(d)' ]apan's strong points >>]apan has particular strong points 

(e)' ]apan's educational system >>]apan has a particular educational 

system 

(a)~(e) の前提文は (a)'~(e)' のようになり，夫々「特定」として「特別な」

(particular)の意味が含まれていることがわかります。即ち書き手・話し手も

読み手・聞き手も同時に]apan'sの前提としての言外の意味「特別」を理解し

ています。

[B] (a)“So ironically Kyogen， one of ]apan's most historic arts， has benefited 

from the new cosmopolitan society." (By ].Astill The ]apan Times 

Sept.24， 1999) 

(b) The World Championships in Seville， Spain. were supposed to be a 

coming-out party for America's brightest new track star， Marion 

]ones， 23. (Newsweek Sept.6， 1999) 

(c) ]apan's first jumper of the final round was Okabe，... (By Ch.cJarey 

Herald Tribune Feb.l8， 1998) 

(d) ]apan's fourth gold medal in these Olympics will be difficult to 

forget. (Ibid.) 

(a) のmosthistoric， (b)のbrightest，(c) のfirst，(d) のfourthで、わかるよ

うに， (a) と (b) では最上級， (c) と (d)では序数が使われています。これ

はQuirket al. (1985 p.325)が 「属格は場所の名調に特に見られ，その場合最

上級の形容詞や序数が場所の名詞の属格とともによく使われる。」と言・っ てい

ることからも明らかです。最上級や序数は意味上「特別」で， I特定」の中の

f特別Jに分類してみました。

'
E
A
 

ゥ，



回 Japan'sとJapaneseの比較

(1) (a) This period of ]apanese history was contemporary with the 

generation， in England， of the Venerable Bede， the earliest English 

historian， and 1 had a vision of this precociously cultivated English 

monk at table， (Toynbee p.25) 

(b) The study of ].apan's histor.y wiU teach us that when the ]apanese 

borrow most ardently from the outside world， they tend to ignore or 

try to forget their own culture and past (Seward p.65) 

(a)において]apanesehistory = the history belonging to ]apanで， (b)では

]apan's history >>]apan has its own historyということで， (a)と (b)の

「日本の歴史」も， (a)は「日本にある歴史Jという 意味で， (b)は「日本固

有の歴史」という前提のある「日本の歴史jと言うことができます。

(2) (a) In Article Nine of the post-war ].apanese constitution， now in force， 

]apan has renounced the right to go to war - a right that is one of 

the traditional prerogatives of a sovereign state. (Toynbee P.62) 

(b) Consequently， so it is argued by these ]apanese critics， the 

constitution reflects American rather than ]apanese ideas of what 

Japan's constitution should be. (Ibid，) 

(a)ではthepost-war ]apanese constitution = the constitution which is 

appropriate ωthe post-war ]apan， (b)は]apan'sconstitution >>]apan has 

its own constitutionということになり ，(a)は 「戦後の日本に相応しい愈法」

の意味で， (b)は「日本固有の憲法がある」 という前提で「日本国憲法」 とい

う意味になります。

(3) (a) But. during and after the Korean war， the new ]apanese armed 

forces were increased， under American pressure to a strength that 

exceeds the requirements of home defense. (Toynbee p，67) 
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(b) ; and. since Prime Minister Sato's recent visit to Washington. D.C.， it 

has become apparent that the ]apanese Government is once more 

under pressure from the United States Government to escalate the 

strength of ].'apan's armed forces once again. (Ibid.) 

(a) はthenew ]apanese armed forces = the armed forces which is 

appropriate to the new ]apanとなり， (b)は]apan'sarmed fourth >>]apan 

has its own forcesとなり， (a)は「新しい日本に適応した軍隊」という 意味で

の 「新しい日本の軍隊Jで， (b)は「日本独自の軍隊がある」という前提での

「日本の軍隊」という意味になります。

以上]apan'sと]apaneseの違いについて 3例を見て来ましたが， ]apan'sは回

及び図で述べたようなpresuppositionという前提があることを，発信するほう

も受信する ほうも理解した上で意味の伝達が行われていると 言えます。一方

]apaneseはO.E.Dによるとofor pertaining to ]apanということですので，文脈

によ ってbelongingto ] apanの意味になったり， appropriate to ]apanの意味に

なったり，その他まだ文脈によ って考えられると思います。ということで

]apan'sの文脈の中での前提の違いと， ]apaneseの文脈の中でLの辞書的意味の

違いで， ]apan'sと]apaneseの意味の相異が出て来る と思われます。

囚 JapaneseとofJapanの比較

(1) Quirk et al.によると“Accordingto the principle of end-focus. the 

genitive tends to give information focus to the head noun. whereas the <rt: 

construction tends to give focus to the prepositional complement:" (Quirk et 

al目 p.323) ということで， i末尾に注目するという原則」と iof構文で、は前置詞

補語が注目される傾向がある。」というこ とからof]apan の場合も， ]apanが注

目の対象となることは明らかです。次の 4例で、]apaneseとof]apanの相異を文

脈の中で見てみます。

(a) At one time. the Ainu， or people who at least were in part their 
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ancestors. occupied either all or most of t.he ]apanese islands. and 

until the eighth century they contrひlledthe northern third of the 

island of Honshu. (Reischauer 1995 p.16) 

(b) The ]apanese. however. apparently did not feel the urge or the need 

to leave their homes and go to oth巴rcountries to live: at leasl not 

until long after the start of the Meiji Era. One reason was probably 

that the islands of ]aparJ were not such a bad place to live. 

(Seward p.63) 

(a)のthe]apanese islandsは文脈から日本の烏々のことであり，書き手 ・話

し手も読み手 ・聞き手も日本の国の島々を思い浮かべ， (b)のtheislands of 

]apanでは日本の島々とはいっても島々からなる日本の国を思い浮かべます。

即ち末尾に注目という end-focusの原則で (a)はislandsの島々が， (b)は

]apanの日本の国が強調されて， 書き手・話し手も読み手 ・聞き手も 夫々

「島々 」と「日本の国」を概念に映像化します。

次の (c)と (d)の場合も同じことが言えます。

(c) ]apanese people are good at learning things. They get many ideas 

from foreign countries. Then they combine the new ideas with 

traditional ]apanese culture~ 1 think this could have bad effects on 

]apanese society. But it doesn't. The ]apanese society is strong. 

(Whiting p.25) 

(d) T.'he traditions and culture of ]apan are like a beautiful vase. New 

technology and new knowledge are like water that is put into this 

vase. Anything that is put into the vase changes. It becomes the 

same shape as the vase. The vase may become fulL But it doesn't 

break. ]apan's society and culture take in many new things too. 

But they don't break. (Ibid. p.27) 

(c)において外国の新しい考えをどんどん日本の文化に取り入れて来た伝統を

持つ日本の文化のことを 言いたく，文化のcultureを強調したいために

traditional ]apanese cultureとなっています。一方 (d)では 「日本の伝統・文
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化は美しい花瓶のようだ。」のThetraditions and culture of ]apanは日本とい

う国の伝統 ・文化というということで日本という国の]apanを強く訴えていま

す。(c) も (d)もend-focusで、読み手 ・聞き手の概念には (c)はcultureが (d)

は]apanが強く印象づけられます。

以上， ]apaneseとof]apan の相異の観察においてQuirket alのend-focus説を

適用できることがわかりました。

(2) ]apaneseに関して付随的なことを述べます。

(a) an intimate inside knowledge of ]apanese life (Toynbee p.8) 

(b) Shinto is an original creation of the ]apanese spirit. (Toynbee p.31) 

(c) Three ]apanese girls traveled to France 

(a)' Mr Bartley has lived a very ]apanese life 

(b) ， Shelly has a very ]apanese spirit 

(c)' Chiyo is a very ]apanese girl who is delicate and demure 

(a)-(c)と (a)'-(c)'の]apanese+名詞という構造は一見同じように見えま

すが， (a)-(c)まで、の]apaneseはanation of ]apanで、「日本人」という意味で

名詞であるため (a)* very ]apanese life (b) * very ]apanese spirit (c) * very 

] apanese girlsのようにveryで、]apaneseを修飾することはできません。一方

(a)'-(c)'の]apaneseは「日本人的な」又は「日本的な」の意味で形容詞であ

るため (a)'-(c)'の例文にあるようにveryで、修飾することができます。この

ように， ]apaneseのanation of ]apan r日本人」の意味で、の]apaneseは理解し

やすいために，今回は特に [31においても取り挙げず，付記した次第です。

固 おわりに

]apan'sに関してYuleの言う 「所有格構文において，所有物の事物・ 事実の

存在が明確であるJという「存在前提J(existential presupposition)と，

Taylor の言う「所有物は特定で明確なモノ・コトjの「特定」は何を意味する
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か，即ち 111寺制J，1代表J，1特別」の特定があることを見て来ました。更に

]apan'sと]apanese及び、]apaneseとof]apanの比較も少し取り 挙げました。

一部の例文から白~回 まで観察 して来ましたが，より広く深い観察を進めると，

「特定」の意味範囲も大きくなるかもしれません。

注

(1) ]apanは本来は場所を表す所絡(Iocative)で，属格]apan'sは

+ locative 寸

|→ 土subjective
土 posseslve~ 

のように表すことができ，所有のhave(‘possesive have' Anderson p.l16)動詞を

大部分の]apan'sの]apanがとることがでるために，擬人化としましたが.囚~回ま

での例文のpresuppositionから明らかなようにhave動詞をとることができない場合

もあります。

(2) The existential presupposition is not only assumed to be present in possessive 

constructions (for example，‘your car' >>‘you have a car'). but more generally in 

any definite noun phrase 

参考資料

Anderson，J (1971) The Grammar of Case Cambrige Uiversity Press 

Quirk， R et al. (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language Longman 

Taylor.] (1989)“Possessive genitives in English" Linguistics 27. 663-686 

山口和之(1995)['属格についての一考察JrねびゆらすJ23 明治学院大学大学院

Yule. G (1997) Pragmatics Oxford University Press 

引用資料

Bantock. G (1995) English People. English Opinion 成美堂

Mclean. P (1983) ]apan and the West朝日出版社

Reischauer. E (1990) The Meaning of Internationalization 成美堂

(1995) The ]apanese 成美堂

Seward，J (1992) The ]apanese nci 

Toynbee.A (1990) Impressions of ]apan 金星堂

Whiting.S (1991) Talks on ]apan 桐原書庖

International Herald Tribune (1998) 

76 



Nagano '98 (1998) 

Newsweek (1999) 

The ]apan Times (1998) (1999) 

Time (1998) (1999) 

Informantsとして，東海大学のLanning先生，東京立正女子短期大学のBartley先生の御

協力をいただきました。

ヴ

d
弓

d



航空産業によるホテルチェーン事業進出と

沖縄観光への展開

杉田由紀子

1. はじめに

観光とは自己の自由時間 (余暇)のなかで，鑑賞，知識，体験，活動，休養，

精神の鼓舞等人間の基本的欲求を充足するための行為のうち，日常生活圏を離

れて，異なった自然，文化等の環境のもとで行おうとする一連の行為である 10

居住地を離れ，観光地において観光目的を果たし，再び日常国に戻ってくる観

光行動の為には，地理的に離れた二つの空間を結ぶ媒介要因としての交通が重

要な役割を持っている。今日の観光の発展において交通の果たしてきた役割は

大きい。ことに第二次世界大戦以降の航空産業の飛躍的な発展は，現代観光の

質的・ 量的拡大に重要な役割を果たしたと考えられる。同時に遠距離聞の観光

往来の拡大は，航空産業における巨大な市場の創造と拡大をも意味していた。

航空産業においても観光事象は大きな意味があった。

航空産業は，その公共性も含めて今日的な社会に及ぼす影響は大きい。昨今

航空産業を取り巻く企業環境は，観光の形態変化も含めて急速に変化しつつあ

り，航空の在り方や今後の行方が注目されている。航空産業の飛躍的な発達に

ついては，工学，経済学，商学等からのアプローチは既に認識されているが，

観光学の立場から航空と観光の相互性を考察する研究は少ない。本稿では，航

空産業による観光事業への参入，とくに観光地での核となるホテル事業に焦点

をあてその進出過程を明らかにし，企業集団による観光地における垂直統合の

形成を検討する。事例として観光地化の発展段階において航空の影響があった

とされる沖縄を取り上げ，航空企業が沖縄観光にどのように関わったか，航空

産業における観光事業や観光開発との連携を解明することを研究の目的とする。
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第二次世界大戦後からの約50年間における経済 ・経営，社会一般および観

光領域等に関わる資料を広く渉猟し，航空産業と観光産業に関連づけられる項

目を約450項目抽出し，その中から①観光政策， ②沖縄観光， ③航空産業， ④

ホテル産業， ⑤社会一般，⑥海外動向の 6つの視点から重点事項を探り，各視

点での時代的転換点を採りつつ文献研究を行った。以上を踏まえて，沖縄県観

光文化局，航空企業の関連事業本部，航空資本系列のホテル運営会社等へのヒ

アリングを実施し，以降の分析 ・考察を行った。

2.航空産業とホテル事業

(1 )航空産業によ るホテル事業参入の要因

一般に企業や組織は過去の成長理論からみて，紐織拡大行動や多角化行動を

とる。事業多角化への誘因は，基本的に大きく次の 4つに区分される 20

①企業経営における不確実性の除去， ②収益性の確保， ③企業規模の成長・拡

大，④事業多角化による組織の活性化，である。以上の要因を，航空産業にIあ

てはめると，以下のように考えられる。

①については，航空事業におけるサービス形態 ・ニーズの変化とビジネス

チャンスへの拡大行動である。今日では安全な輸送という本業だけではなく ，

周辺事業で付加価値を生産する産業へと変化してきている。②については，航

空事業は運賃設定やサービス基準について横並び，もしくは規制を受けてきた。

航空事業には輸送関連をはじめ関連する事業部門が複数存在し， 他産業に比し

て多角化行動が取りやすい。路線という交通ネ ットワークや空港等のノ ー ド

(核)を有し，関連事業を展開できる潜在的な可能性を有しており，本業以白外

での収益性を視野に入れた行動がとりやすい。③については，航空産業は事業

多角化によって自社で有する高iい水準の経営資源を活用できる可能性をもっ。

とくに昨今の航空事業で重要視されているのは，技術資源に加えで情報資源で

ある。CRS3関連のグループ企業設立等，自社の情報資源を多くの子会社や関

連会社が利用できるメリ ットを充分認識している。④に関しては，航空事業を
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営む企業はその資本からも大きい組織が多い。本社組織 ・部門の規模も大きく

活性化が緩慢になりがちであるが，事業多角化によって組織や人的資源の活性

化をはかることが可能になる。

事業多角化の方向については，生産ラインの広がりを市場の需要に対する ヨ

コの広がりだとすれば，垂直的統合の程度はタテの深さ，広がりになる。垂直

統合とは，その市場に製品を供給するために必要なさまざまな業務や生産工程

の段階(原材料の確保から小売り，サービスまで)を，社内に内製化すること

をいう 。業務や生産工程の流れを川にたとえれば，川上から川下への内部化の

程度である。それをタテの流れにたとえて，垂直統合または垂直的統合と称す

る40

以上を踏まえて，観光事業の中で重要な拠点となるホテル事業への，航空産

業からの進出の要因を考察すると，主な要因は次のように考えられる占①就航

先でのホテル投資の有用性があげられる。就航先での宿泊施設の確保は，自社

路線でのシェア拡大の手段となり得る。就航先でのホテル投資が現地における

観光開発の牽引となり，人気の目的地となれば航空需要へも跳ね返ってくると

同時に，ホテル投資からも利潤を期待できる。②航空会社が座席販売を行う際

に，目的地での宿泊なや諸手配に関する不便宜性が考えられる。航空会社と他

の観光関連事業は独立した企業体であり，必ずしも航空会社からの要請が優先

される訳ではない。後述するパンアメリカン航空は，就航する南米路線で顧客

に一定水準以上のホテルの確保が困難なためにホテル事業への進出を行った。

1970年代前半からはじまる航空機の広胴機化に伴う座席の大量販売，これに

よる大規模ホテルの供給不足は，航空会社に よるホテル事業進出を促した。③

航空会社の経営基盤の脆弱傾向があげられる。航空事業は石油危機や戦争等の

外部要因によ って経営が大きく 左右される。経営規模に比較して経営基盤が脆

弱である。石油危機発生の際には燃料に代替え手段がない。湾岸戦争勃発時に

みられるように地域紛争による人々の観光旅行の手控えで大幅な収入滅を被り，

経営危機に陥る。経営の多角化により経営の安定をはかる必要があり，その点

土地・建物を所有するホテル事業などは資産になると考えられた。

一方，ホテル側としてのメリ ットは，航空会社の持つ路線ネ ットワークによ
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る大きな集客力が魅力である。CRSによる個人予約から，ホールセラーを通じ

たパッケージ ・ツアーの団体予約の取り込みまで可能となる点が大きい。点

(ホテル)と線 (路線)のサービスが繋がることは，旅行行動全体での大部分

が占め られる。航空産業は近年めざましい成長を遂げ， 一般的に良いイメー ジ

で消費者に迎えられていることから，ホテルチェーンの傘下に入る場合もホテ

ル側としてメリ ットが享受できる場合が多い。

(2 )北米航空企業とホテル経営

1946年いち早くホテル事業に進出 したのは，当時世界最大の国際線を有す

るパン・アメリカン航空であった。100%出資の子会社としてホテル事業を行

うインターコンテイネンタル・ホテルズを設立し，まず南米の主要都市でホテ

ル建設を行った。航空旅客需要が急増し自社就航路線の目 的地に乗客を満足さ

せるホテルを確保することが困難であったため，自らがホテル供給に乗り出し

た。インタ ーコ ンテイネンタルは，ヒル トンより先にカ リブ海地域へ進出し

1970年代後半において高級ホテ ル経営という点では，世界最大の会社であっ

た。

一方， 1978年の航空規制緩和法以降米国国際線ではレイカー航空のスカ

イ・トレイ ンなど大西洋路線における航空各社の競争が始まり，パン ・アメリ

カン航空は経営不振に陥った。とくに圏内路線網をもたないパン・アメリカン

航空はナ ショ ナル航空を買収合併 したも のの，米国内での規制緩和の急速な浸

透によりその効果は減ぜられた。ニューヨークからフロリダを中心に南北にの

びるナショナル航空の路線は 8万マイルに及ぶ巨大なパン ・アメ リカ ン航空

の海外路線を補うには充分でなく，効率の良いハブ ・アンド ・スポーク形成に

は東西路線が必要だった。1981年インターコンテイネンタル ・ホテルズをグ

ランド ・メトロポリタンへ売却し， 一時危機を乗り越えたものの， 1985年パ

ンアメリカン航空は太平洋路線を手放し，事実上倒産した。

ウエスタン・インターナショナル ・ホテルズ (現，ウェステイン・ホテルズ，

以下同)は， ユナイテ ッド航空の持ち株会社UALが1970年買収した会社で，

当時ユナイテ ッド航空とは兄弟会社であった。UALはさらにレンタカ ー会社
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ノ、ーツ，そしてトランスワールド航空からヒルトン ・インターナ ショナルも買

収し， 1987年グループでの 「旅行のワン ・スト ップ ・ショ ッピング」を目指

して会社名をアリ ージス (Allegis)5と変更した。経営規模は拡大し，ウエスタ

ン・インターナショナル・ホテルズは集客体制のメリッ トを生かしながらホテ

ル業そのものの利益をあげ，1970年半ばのオイル ・ショ ック後の不況で、航空

企業績不振となっ たおり，ユナイテ ッド航空を助ける結果となった60

しかし規制緩和政策の推進以降，航空の新規参入による活発な競合が繰り広

げられた。運賃戦争ともいわれる競争により ，割引運賃利用者の比率は規制緩

和前の33%から 1986年以降90年までに90%へと飛躍的に増大し， 実質運賃は

大幅に低下した7。競争激化により経営のスリム化を進める必要が生じ，親会

社アリージス社は航空部門建て直しのため， 1987年レンタカー会社のハーツ

ネ士とともにヒルトン・インターナショナルを， 1988王手にはウ ェスティン ・ホ

テルズを手放した。

1970年代後半までに，米国ト ップテン 10社の航空会社のうち 7社がホテル

事業に資本参加した。当時のアメリカン航空の "FlyAmerican Stay 

Americana"やPSA"Fly Drive Sleep" という宣伝コピーにも見られたよう

に，航空会社とホテルチェーンのパー トナー シップは，重要な経営戦略として

存在した。

3. 日本航空と全日空によるホテル事業展開

(1 )日本航空と国際ホテルチ ェーンの構築

日本航空は1951年に設立された。海外渡航自由化以前の航空会社で、は，関

連会社は整備や機内食，空港 ・アクセスのためのリムジンパス事業など，あく

まで本業の支援事業中心であった。1964年の海外渡航自由化を契機に，1970 

年代初頭ジャンボ機導入を就航による大量輸送時代を迎え，多角化を志向して

観光事業へと進出していった。1965年日本航空では 「ジャルパ ック」と名付

けたパ ッケージ・ツアーを企画 ・販売し， 1969年にはこのパ ッケージ販売の
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ための旅行開発 (現，ジャルパック)を設立，旅行業，ツアーオペレーター業

へと本格的に進出した8。

1970年代からは日本航空が子会社として日本航空開発を設立し，ホテル事

業への参入をはかった。最初に手がけたのは海外のジャカルタで. 1972年運

営受託して開業したプレジデントホテルであった。翌年囲内では沖縄において

初のホテル事業を立ち上げる。日本航空が筆頭株主の現地法人より運営受託す

る沖縄グランドキャ ッス ル (現，ホテル日航那覇グランドキャ ッス ル)である。

第 1次オイルショ ックを経て，日本航空開発は1974年グアム で運営受託の リ

ーフホテル， 翌々年直営ホテルとしてホテルニ ッコードパリを開業した。その

後海外はリスクの少ない運営受託方式を中心に. 1970年代後半から80年代前

半にかけて，マニラ，デユツセルドルフ，パラオ，タイペイ， 北京でホテルを

開業させた。囲内においてはこの時期に成田日航ホテル，ホテル日航大阪など

の直営ホテルが開業した。

海外への日本人旅行者数は1980年代初頭の年間約400万人から. 10年間で間

約1，000万人を越え， 日本航空の旅客輸送量も噌大の一途をたと守っ た。1983-

84年連続して，日本航空は国際線定期運送量においてIATA世界第]位となっ

た。1985年航空 3社の役割分担を定めた 145・47体制J(航空憲法)9の廃止が

決定され， 全日空および東亜圏内航空 (現，日本エア システム)が国際線を開

設した。1980年代後半は御巣鷹山の事故や完全民営化など，大きな変革の時

期となったが，政府の規制をはずれてホテル事業をはじめとする関連事業への

展開も積極的に実施された。観光事業以外の生活文化事業 として，教育・出版

事業な どへの事業展開もこの時期に行われた 10。

ホテル事業については，大阪やニセコで直営ホテルを開業する一方，直営あ

るいは運営受託をすることなく 短期間で国際的なホテルチェーンを構築するボ

ランタリ ーチェーン，ニ ッコー ・ホテルズ ・イ ンターナショナルの組織化を開

始した。加盟ホテルは経営の独立性を維持しながら，ホテルの宣伝 ・予約の面

に限って，主催企業から便宜供与を受け取る仕組みである。加盟ホテルの受け

るメリ ットは大きく， 短期間で急成長した (海外68軒， 囲内28軒 1987年)。

1987年の民営化にあたって日本航空が打ち出した事業多角化に関する方針

-83-



は， ①航空輸送関連， ②旅行企画販売部門，ホテル ・リ ゾート部門， ③教育 ・

文化事業の 3分野の強化であった。ホテル・リゾート部門では環太平洋のハワ

イ，グアム，サイパン，インドネシア，沖縄を結ぶリゾート開発事業を目標に

かかげて，沖縄地区における日航アリピラホテルの建設 ・開業など，新規リゾ

ートホテルの開発も実施された。1991年以降，湾岸戦争の影響やバブル経済

崩壊後の航空不況によ って，本業の経営環境が大きく変化しつつある。事業lへ

の投資は抑制する必要が生じるものの，グループ企業経営の必要性は認識し，

事業を選別化した上での強化をはかることとしている~

(2 )全日空エンタープライズによるホテル事業

日本ヘリコプター輸送と極東航空が合併して設立され，国内線運航会社と し

てスタートした全日空は， 当初数年の遅れはあったものの， 1970年代初頭か

らは日本航空とほぼ同様の軌跡をたどって，観光事業への取り組みを展開 して

いる。

全日空において特筆すべきは， 当時の全日空社長の若狭得治氏を会長にすえ

た全日空エンタープライズの設立である。当初全日空関連事業室で立案された

札幌と沖縄のホテル企画を起爆とし， 1973年全日空エンタ ープライズを発足

させた。第一ホテルから非常勤顧問を迎え，ホテル展開を全日空多角化の主軸

においた。札幌全日空ホテルは全日空にと っては初期のホテル進出であり，第

一ホテルからの協力を得た。1973年以降，全日空エンタープライズは，全日

空グループの総合力向上のための中核的な存在となり，次々にホテルを開業さ

せていった。1976年に博多全日空ホテルを皮切りに，沖縄久米烏イ ーフピー

チ ・ホテル，京都全日空ホテル，さらに海外へも 1970年代にセンチュリーパ

ークシ ェラトンマニラ，センチュリーパークシェラトンシンガポール，および

ハワイにマカハ ・リゾートなどの開業が続々行われていった。

1986年にはチェーンの旗艦ホテルである東京全日空ホテルが開業し，全日

空のチェーンホテル展開に高級イメージを与えることに成功した。全日空は国

内外にチェーン網を広げているが，その展開形態は以下のように分類できる。

①直営， ②マネジメント方式 (運営管理を受託する方式)， ③ リフ ァーラル方
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式 (チェーン加盟契約に基づき，技術援助，相互送客を行う方式)，④フラン

チャイズ方式 (業務提携契約に基づき，経営ノウハウの供与を行う方式)。直

営は東京と大阪のみで，その他のホテルは以上の②~④のさまざまな形態をと

り， 1996年現在で囲内ホテルは30軒，海外ホテルは14軒となっている。

4.沖縄観光と航空系列によるホテル進出

(1 )沖縄観光の発展とホテル業

沖縄における観光は，1972年の本土復帰以前，旅行者数は20万人を超える

ことはなかった。復帰を契機として沖縄は，白砂の海岸や珊瑚礁などの自然景

観と， 音楽，舞踊，料理等に代表される特色ある固有の文化，これらを主たる

観光資源として，年間約300万人が訪れるわが国有数の観光地へと発展した。

1972年復帰時の観光収入 (県外受取)は， 324億円であったが， 1975年の海洋

博開催年には1258億円に達した。1980年代後半から安定した増加を示すよう

になり， 1995年度の県経済に占める観光収入は， 3443億円で第 l位 (県外か

らの財政移転を除く )を占め， 軍関係受取の1629億円を押さえて，県収入全

体の35.3%に至っている。

沖縄観光の基礎を形成してきたのは，ホテル業であったといえる。那覇は沖

縄観光のターミナル機能を持ち，占領下からすでに拠点としての基本的機能は

満たされつつあった。復帰直後から登場する恩納村を中心とするリゾー トホテ

ル群は沖縄国際海洋博覧会 (以下， i海洋博J)によ ってはずみがつき，後述す

るように1970年代後半からリゾート地沖縄としての基盤が確立されていった。

沖縄の宿泊業は，シティホテルとリゾートホテルの両面から発展してきたが，

最近ではその混合された形態も登場し，従来のビジネスホテルの形態もあわせ

ると，すべてのホテル形態が凝縮しているといった状況を呈 している。1995

年における沖縄県全体の宿泊施設数は676軒で，収容力は57.990人であり，そ

の内ホテルと称される施設は， 288軒45.407人の規模となっている。内容的に

は中小規模のホテルが主力で， 300人以上の大型ホテルは39軒である 12。稼働
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率は1970年代半ば以降上昇傾向にあるが，近年は60%を超えたところで足踏

み状態となり， 50%台とを行き来 している。全般的に大型ホテルの稼働率の

方が数字は高い傾向を示している。全体で常時約 3万人程度の観光者が沖縄県

内に滞在 している言「算となる。これらの状況は， 全国的なホテル業の水準から

評価すれば平均以上の値である。

れjl制観光が復帰直後の祝儀訪問13に終わらず，その後も成長した要因につい

て， ①亜熱帯気候の悶有な自然 ・人文観光資源，②海洋博等に代表される観光

振興政策， ③ 日本の高度成長期，可処分所得向上等の社会的背祭がそのー要因と

して考えられるが，離島県沖縄における最も特徴的な要因は， ④航空産業が沖

純観光の急成長を支えたという点にある。航空産業のホテル事業との取り組み

や，ホテルへの送客応援体制を敷くキャ リア ・キャンペーンなどについて， 以

下，項を改めて述べることとする。

(2 )航空系列ホテルと沖縄キ ャンペーン

沖縄県におけるホテルの稼働状況は，航空路線の送客能力と大きな関連性を

持っている。囲内の長距離路線である北海道と 711'縄と の間で大きな違いがある

のは，沖縄においては観光開発事業が航空主導となっていることである。宿泊

収容力に対し，輸送力が常に下回る沖縄の状況では，宿泊業と航空業との力関

係は，後者の方が強 くなる傾向がある。航空企業と航空系列のホテルがリンク

する状況は，島棋型リゾートには多くみ られる傾向である。

前述のように， 1970年代初頭か ら日本航空は]ALホテル ・システム(現，

]ALホテルズ)を， 全日空も 1973年に全日空エン タープライズを設立し，両

社は本格的なホテル経営に釆り 出した。「地上へ降りた空中戦J14と称されるほ

どに，両社はホテルチェーン展開にしのぎを けずってきた。沖縄においては，

復帰後の翌年1973年に日本航空系列では初のホテル事業進出となる 「沖縄グ

ラン ドキャ ッス ルJ(現，ホテル日航那鰯 グランドキャ ッスル)が開業 した。

1975年には海洋博に向けて全日空と日本交通公社が50%ずつ出資をした iN'

制ハーパービューホテルJが開業した。全日空エンタープライズにと っては，

札幌 (札幌全日空ホテル)につぐ二番目のホテル展開であった。沖縄路線は，
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1972年復帰以前は国際線として日本航空の独占であった。全日空は日本交通

公社の送客協力を頼みとし，先んじられている沖縄路線での自社シェア拡大を

目標とした。海洋博を契機に航空会社はさらにホテル投資に進出し，本格的な

リゾートホテルへの展開に乗り出した。

沖縄における最初のリゾートホテルとされているのは， 1975年に地元建設

企業国場組によるリゾートホテル 「ムーンピーチ」であるが，この後航空会社，

ヤマハ， 東急といった本土企業の沖縄への投資が相次いだ。とくに1983年に

開業した全日空系列資本による 「万座ピーチホテル」の成功は，その後の大型

リゾートホテル建設を促進する契機となったとされている。

しかし全日空グループの沖縄リ ゾート型ホテルへの進出は，これに先立つ

1976年海洋博直後の久米島において始ま っていた。全日空エンタープライ ズ

は， 第三セクターとして運営されていたイーフビーチホテルを買い取り， 全日

空，全日空商事等のグループ総力での応援体制を敷いた。「沖縄・久米島」 を

セットにしてスカイホリデーの 目玉街品とし，ポスター等での宣伝展開によ っ

て， I久米島イーフビーチホテル」は， 1977年80室の規模ながら開業初年度に

1万 8千人の宿泊客を呼び，順調に稼働した15。この 「久米島イーフピーチホ

テル」の成功は，全日空エンタープライズのリゾートホテル展開の先鞭となり，

万座ピーチホテルの建設，販売方式，そして成功へと連動していったのである。

全日空エンタープライズは1997年 6月現在国内に29のホテルを展開してい

るが，沖縄には 6ホテルを運営している。一方， ]ALホテルズでは，現在18

ホテルが国内で展開され，その 3分の lにあたる 6ホテルが沖縄で運営されて

いる。表 1は，両社系列ホテルチェーンの中で沖縄におけるホテルの展開推移

を追ったものである。航空系列のホテル事業の規模は大きくなり，ホテルを一

元化運営するためチェーン化されてきたが，これは予約，販売，宣伝，人事お

よび物資の共同購入などスケールメリ ットを追求したものである。また航空系

列におけるホテルチェーン化のメリ ットは，グループ内の旅行商品造成の際に

も発揮される。パッケージ ・ツアーにおいてホテルを変えての周遊型や，リ ゾ

ートホテルと都市ホテルとの組み合わせ旅行など，多様なニーズに対応した変

化に富んだ商品造成が可能となる。
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表 1 全日空および日本航空系列のホテル (沖縄県)

開業年 ホテル名 系列航空会社 展開方式 客室数(室)

1973 ホテル日航那鰯グランドキャスル 日本航空 マネジメン ト 340 

1975 ノ、ーパービュー ホテル 全日空 リフ ァーラル 368 

1977 久米島イ ーフピーチホテル 全日空 マネジメント 80 

1978 ]ALプライベートリゾート オクマ 日本航空 マネジメント 184 

1983 万座ピーチホテル 全日空 マネジメント 401 

19制 ホテル日航八重山 日本航空 技術援助 236 

1987 サンマリーナホテル 日本航空 技術援助 2∞ 
1987 沖縄オーシャンビューホテル 全日空 リフ ァーラル 207 

1988 石垣島ホテルサンコースト 全日空 マネジメント 62 

1988 パレスホンザヒル j'l'純 全日空 マネジメント 145 

1994 ホテル日航アリピラ・ヨミタンリゾートi中市n 日本航空 マネジメント 400 

1994 ホテル日航久米アイランド 日本航空 マネジメント 125 
L一一

注 :1997年現在

資料.全日空エンタープライズ， ]AL*テルズ営業部資料より作成

一方.これらのホテル事業と並行して収益性の向上をめざし，航空会社は毎

年大規模な「沖縄キャンペーン」を実施してきた。1977年以降海洋博以後の

j中純への旅行者減への対策として，圏内他路線に先駆けたGV25販促運賃 16の

導入とともにデステイネー ション宣伝「沖縄キャンペーン」を展開した。日本

航空のキャンペーン開始に対応して， 翌年1978年からは全日空も参戦し，最

盛期には両社とも年間総額 5-6億円の予算が投入された。沖縄における航空

系列のホテルの宿泊部も，これらのキャンペーンに参画した。毎年宣伝コンセ

プトを明確にし，ポスタ ー，テ レビ等のマス ・メディアを通じて，大規模な宣

伝活動を展開した。博報堂によればテレビ ・コマー シャル出稿量と旅行者数の

増減はリンクし，航空会社もキャンペーン展開には力を入れてきた 17。表 2は，

日本航空の沖縄キャンペーン内容の推移であるが，キャンペーンガールには無

名の新人を発掘し，キャンペーンソングとともに毎年ヒ ットへの戦略が練られ

た。これらのキャンペーンからは斉藤慶子，鳥越マリ， 吉川十和子，設楽りさ

子，風間トオル，米米クラブなどが輩出し，それまでの無名タレン ト・歌手達
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表 2 JAL沖縄キ ャンぺーンの推移 (1977-94年)

今ミ キャンペーンガール キャッチフレーズ 歌手 キャンペーンソング

1977 LET'S KISS THE SUN 

1978 若いから沖縄がいい

1979 マリア・オラエリー LET'S KISS THE SUN 山下達郎 夢を揃いて

OKINAWA 

1980 岩浪とも子 ヒールを脱いだ5日間 ツイス ト ラフーソングf

1981 津島要 シンデレラサマー 石川優子 シンデレラサマー

1982 斉藤慶子 サマー・イン・サマー 八村l純子 サマー・イン・サマー

1983 鳥越マリ マリン・マリリン・すてき 山本達彦 マイマリンマリ

です リン

1984 鈴木佑子 シマシマシマでナツシ 石川俊子&チャゲ ふたりの愛ランド

マした

1985 古川十利子 二人でモーニングクロ トム サマータイムグラフ

ール ィティ

1986 設楽りさ子 何でもできるはずなの ロビン ギブ 恋するボーイズ

に何にもしないで、いる

1987 佐々木恵 カラダ ドライ チャゲ&飛鳥 セーラーマン

1988 問中みゆき ヒトナツコイ 桑田佐裕 いつか何処かで

1989 風間jトオル， 石崎 マリン・カクテル 矢沢永吉 太陽の領域{テリト

麻奈己. ，高橋正字 OKINAWA リー)

1990 米米クラブ 夏離宮 米米クラブ 浪i受飛行

1991 上々 園地!武 上々 7'1'純 上々脆風 愛より青い海

1992 江黒真理 NOON & MOON チャゲ&飛鳥 LOVESONG 

1993 沼倉絵理子&シン ]ALのj中総はツイ ロングノfケーション ビーチタイム

プソンズ ている

1994 C.c.ガールズ 夏ガール，海ガール， C.C.ガールズ ノfーテイ・アイランド

恋ガール，夢ガール

資料・日本航空広報室，杉田 .1蒜尾 (1998) より構成 ・加筆

の登竜門となっていった。

これらのキャンペー ンは，結果としてホテルへの送客応援を強力にした。 ま

た沖縄観光にと っては本来行政が行うべきプロモーションを民間に依存する形

となった。航空企業が系列ホテルを展開する状況は，沖縄のような島唄型リゾ

ートでは多く 見られる傾向があるが この形態を維持したまま地域が発展する
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メリッ トは，地域側が積極的な観光宣伝をせずとも，民間主導で告知が行われ

る点である。民間では企業行動として行う投資が，地域全体の発展に貢献する

公共性を持つこととなった。

(3 )航空会社によるデステイネー ション開発と垂直的統合

航空会社が観光， リゾー ト開発に及ぼす影響は大きい。とくに交通手段が主

として航空に拠る島棋，群島国 ・地域においては，航空会社の送客，宿泊など

グループ総力による体制が観光開発の牽引になる。観光行動とは， ①移動(交

通)，②飲食， ①宿泊， ④ 目的地での旅行， ⑤貿い物 ・娯楽など多数の要素か

らなる複合的な行動である。航空会社が自社の顧客に対して，移動 (交通)以

外の要求を満たそうとするのは当然の対応といえる。供給サイドの航空会社は，

これらの交通，宿泊，買い物，娯楽等の各観光要素セグメントを相互に結びつ

けた形で対応すれば，関連グループの各都事業を総合して低廉なパッケージ ・

ツアー造成なども可能となる。航空会社が路線開拓とともに リゾー ト地に進出

する場合，内製化の垂直度合いを深めれば自社のコン トロールのもとにおく競

争手段が増える。前述した日本航空と 全日空は，総資本それぞれ 1兆6251億

円，および]兆2147億円といった観光事業をはじめとする関連企業集団を構

成している (1995年度決算)。本業の輸送業からはじま って，旅行部門，ホテ

ル ・リゾート部門など，旅行の流れにそって整理すると図 1のようになる。

航空会社が自社グループ資本によ って，地域の観光事業に進出することは，

中央資本により地域経済を収奪する面もあり論議されるところである。一方，

航空会社が就航先でホテルやレジャー施設，その他の事業をもつことで，送答

に対する責任， 路線の強化， 宣伝体制など生まれる。それに より デステイネー

ションへの誘致力は高まり， 観光開発牽引への効果は大きい。結果として地域

の知名度は向上する。「万座」という 地名が全国に知られる ようになったのも

全日空の万座ピーチホテル以降である。久米島についても同様で、，全日空がイ

ーフピーチホテルのオープンと同時に ["Irtl縄 ・久米島jのキャンベーンを展開

した。久米烏の名は一躍全国に知れ渡り，ホテル投資が現地における観光振興

のき っかけとなった。地元の人材の流出を阻止し，旅行者を引き寄せることに
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マピーチランドホテル日航大阪 成

旧日航ホテル ホテル日航アンヌプリ

H01'EL NIKKO SAIPAN jAPAN AIR 
L附ESDEVELOPMEN1' PACIFIC 
WORLD CORPORA1'ION その他45社

.カード ・リ ース

目ジヤルカー ド 日航リース

ジャルファイナンス

JAL FINANCE EUROPE BV 
JAL LEASING lNC USA その他32社

-土産品，商事・流通司 システム
総合生活関連 その他

日航商事デユーティ ーフリーショ ッ

パーズ日航ビジネス ジヤルプラン

ニング日航ロジスティックス 日航

建設 グローパルビルデイングアク

セス国際ネッ トワーク ジャルインフ

オテック 日本航空文化事業センター

その他58相

.ホテル・リソート

.全日空エンタープライズ成川全日空

エンタプライズ札脱令Il~ホテル

i*縄全日空リゾート ANA H01'ELS 
HA W All lNC ANA H01'ELS & RESOR1'S 
lNC ANA HOLDING L 1'D ANA 
IN1'ERNA1'IONAL EUROPE BV ANA 
EN1'ERPRI SES U5A fNC エーエヌエ

ーホテルズネ ットワークシステム

その他30社

.外食司その他

スカイファミ')ー 雲海

ANA SUB ONE CO.L 1'0 ANA 5UB 
TWO CO.LTO 
全日空ビルデイング その他25社

日本航空グループ 295社
全日空グループ 165社

資料・有佃l証券報告書(1996)より作成

図 1 日本航空と全日空のクループ企業
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よって，他の周辺の島に比較して，地域の独自性を生かす道が生まれた。

沖縄におけるリゾート開発は，航空会社が観光を牽引した代表例としてあげ

られる。1972年日本復帰当時の沖縄の観光パターンは戦跡地訪問であり，沖

縄のイメージは 「戦災の鳥Jr米軍基地の島Jであった。 しかし1970年代後半

から日本航空および全日空両社が始めた大々的な宣伝キャンペーンと低運賃施

策，さらにホテル等の宿泊体制を含めたグループをあげた送客応援体制により，

沖縄は戦後生まれの若者のリゾート地へと変貌していった。

5.おわりに

現代観光の地大とともに，航空産業は交通手段としての旅客輸送にとどまら

ず，路線ネ ットワークと空港等を基量産に観光事業へ参入した。旅行者の観光行

動の移動 (交通)から宿泊 (ホテル)までの各要素は，複合的な観光事業全体

を構成しており，航空企業が関係業種を相互に結びついた形で提供すれば，系

列のグループ集団として他社に有利な旅行商品造成なども可能となる。グルー

プ企業による垂直的統合という形態で観光地に進出する場合，内部的に競争手

段が増加することになり，企業行動として必然、性があった。広胴機就航による

大量輸送時代以降航空会社は足と宿との一体化をめざし，明確な垂直的統合の

意図のもとにホテル事業へと進出した。自社路線のデステイネーションにおい

ては，ホテルづく りを拠点に系列グループ企業集団による総力体制を敷いた。

日本復帰以降の沖縄においては.航空産業は全国に先駆けた低廉な団体運賃

施策の導入とともに，マス ・メディアを駆使したキャンペーンを展開し，ホテ

ルの確保，ホールセラーでの販売と，グループをあげての送客応援を行った。

ホテル事業への参入は，那覇，久米島などから始まり 1980年代には万座など

リゾートホテルを系列資本によりチェーン化開業させた。万座ピーチホテルの

成功は，その後の沖縄における大型リゾートホテル建設を促進する契機となっ

た。沖縄へのホテル投資は，地元での観光振興のきっかけをつくり，航空主導

での観光開発を牽引した。
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航空企業の路線展開やそれにともなうホテル事業への参入は，中央資本への

利益吸い上げとして，地域側からの批判がある。 しかし大都市圏と地理的に隔

絶された観光地においては，航空産業の進出と雇用創造によって人材の流出を

防ぎ，独自の産業創出も考えられる。観光地の開発や地域を生かす方法を考え

る上で，航空は有効な手段となり得る。地域が他地域との間で交流ルートを積

極的に構築し自らの固有性を再発見し，それらを産業形成に活かしていくこと

が求められる。その実際の架け橋となるのが航空であり，自らの地域を観光地

としてどのように織り込んでいくのか。今後，航空輸送は観光地としての発展

戦略の上でますます重要な焦点になると考えられる。

[注]

1 内閣総理大臣官房審議室(1970)r観光の現代的意義とその方向jに示された「観

光」

2 石井晴夫(1995)交通産業による多角化行動について詳しいo pp.4-15参照

3 Computer Reservation Systemあるいは最近ではGDS(Global Distribution System) 

とも称される。コンビュータによる予約システム。ユナイテッド航空の「アポロム

アメリカン航空の「セーバーJ，日本航空の「アクセス」など，昨今は予約機能に

加えて，発券，運賃計算，ホテル・レンタカー予約・情報など多彩な機能が付加さ

れ，重要な情報戦略のひとつとなってきている。

4 伊丹敬之・加護野忠男 (1993)事業構造の戦略による。pp.83-136

5 二つのラテン諾「顧客への信義と顧客利益の保護」の意味からなる造語。Perterson

& Glab (1998)。日本語ではアレジスとも表記される場合がある。

6 岡本伸之 、(1979)航空会社による旅行関連の各分野を網羅する理想の組織づくりを

目指したo pp.66-71参照。

7 航空規制緩和下， 200社の破産と 50件を超える合併という運賃その他による企業競

争を経て， 1991年には最大手航空会社 8社が市場の95%を占有した。Dempsy& 

Goets (1992)や航空政策セミナー討論資料(各年)に詳しい。

8 航空会社の観光事業への取り組みは，最初は航空輸送・地上交通関連から，次に旅

行業そしてホテル事業へと発展していった。その取り組みとその展開過程は 5期に

分類できる。杉悶由紀子 (1999)pp.l83-190参照

9 1970 (昭和45)年の閣議了解から若干の修正を加えて1972(昭和47)年に運輸大臣

より航空3社に示達されたもので， r航空憲法Jとも称される。航空法を保管する

行政指導で，各社の事業分野の調整をその本質としていた。
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10 日本航空社史 『日本航空40年の軌跡J(1992)等による。

11 日本航空 (1992)r回顧と展望j等参照。

12 i'l'縦県観光文化局 『沖縄観光の現状1995年版J(1996)による。

13 沖縄観光の急成長要因については，真栄減守定 (1981)，高木正 (1990)，常減真宏

(1992)などの研究に詳しい。

14 岡本flll之 (1987)r列島ホテル戦争jの中で，興業畿からのホテル参入として電鉄

および航空からの系列ホテルを取り上げ，顧客争奪の装似IJを明らかにしている。

15 日本交通公社(1979)r離島振興のための観光開発調査Jpp.l58-178参照

16 gljU乎柄、 「れl'がn線販促巡t'(J(述1l略歴表)で，沖縄路線に販売促進目的と明示 して

初導入した。従来の団体用割引率15%から 25%とした団体包話旅行述賞。片道

27.l00Plから22.650円への変更であり ，1970年後半当時団体旅行価格での往復ベー

スで10.α河内近い差は大きな販促カをも っていた。杉田 ・構尾(1998)に詳しい。

17 夏に向けての1991-例年上半期 (3-9月)r i中純キャ ンベーンjのテレ ビ・コマー

シャル11:¥杭の即効性について，博報堂 (1992)に詳しい。
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「観光」と「環境」一法的アプローチの試み一

佐藤修一郎

はじめに

I 問題点の整理

日 「観光jの法的位置づけ

m r観光Jと「環境」

むすびにかえて

はじめに

平成10年版 「観光白書」によれば， 平成 9年における圏内観光は，宿泊観

光 ・レクリエーショ ン旅行を行った者は延べ人数で 2億500万人 (1人あたり

1.63回，対前年比7.9%増)であった。また，IilJじ年の日本人海外旅行者数は，

対前年比11万人 (0.6%)増の1.680万人と，過去最高を記録した。わが国にお

いては，もはや 「観光Jは単なるブームではなく，国民生活に深く根ざしたも

のである ことが見て取れよう )1。

ところで，このような観光のための人々の移動が， 空間的にも，また時間的

にも増大することは，自然はもと より歴史的 ・文化的遺産などを含む 「環境J

と 「人間」とがふれあう機会もまた増加することを意味する。この点に関し，

現代社会が不可避的に直面している 「環境問題」との関連で，観光政策あるい

は観光行政における環境への配慮が，従来にも増 して要請されていることは明

らかである。

本稿は，人間の営みである 「観光」により，人間を取り巻く「環境Jが変化

する (あるいはさせられる)ことに鑑み，これらから惹起される諸問題につい

て「人間」を主語として検討していくことを目指すものである。なお，副題に

おいて 「法的アプローチの試みJと記したこともこのことと決して無関係では
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ない。「法的アプローチ」の手法はあるいは多々存在するであろうが， I観光」

「環境」何れも現在ではわれわれの日常生活に深く 浸透したものとなっており，

また常に人間の行為と不可分に結びついている。それゆえ本稿ではとくに，こ

の両者を「基本的人権」という観点から検討することを試みる。

| 問題点の整理

まず，第一のキーワードである 「観光Jについて問題となるのが，その語の

持つ意味であろう 。単なる 「観光」はもとより 「観光旅行JI観光地JI観光客」

さらには「観光立国Jなどの用例に見られるように， I観光」の語は日常生活

に深く浸透した言葉であり，かっその意味は大変広いようである。さらには単

なる語義の問題にとどまらず，I観光Jという 言葉から人々が受けるイメー ジ

もまた多岐に渡るであろう 。あるものにと ってはそれは趣味であり， 余暇の過

ごし方であろうし (これはみずからが主体となって観光を行うも の，いわゆる

観光客の立場であろう )，また別のものにと ってのそれは生活の糧であり ，日

常生活に欠くべからざるものであろう(これは観光客に対して施設やサービス

を提供するものの立場であろう )。このように， 立場が変われば観光の意味す

るところは大きく異なってくることになる。また，現在までのところ観光基本

法などに見られるように「観光」という名を冠した法律も存在するが，その明

確な定義に関しては十分なものとは思われない。

そこで，誰の，どのような行為を持って「観光」と称するべきであり，また

その「観光」を成立させる条件とはなんなのかを明らかにすることがまずも っ

て重要であろうと思われる。

続いて，第二のキーワードである 「環境」について問題となるのが，やはり

その語の持つ意味である。「環境Jの語もまた 「環境問題JI環境保護JI環境

破壊jなど， I観光」の語よりも新しい感はあるもののすでに市民権を得て久

しい。あるいは，新聞やテレビなどの報道に接するに際しでも， I環境」とい

う言葉が見受けられない日はないといっても過言ではないほどに，人々の日常

97一



に棋付いた言葉といえよう 。しかし重要な点は， i観光Jと同様 「環境」の意

味するところもまた必ずしも明確ではなく，やはり立場を異にするもの同士が

共通の認識の上に立って「環境Jを論ずることは困難であるというのが現状で

はなかろうか。この点に関してはあえていうを侠たない事柄ではあるが，環境

保護を訴えるもの と生活のためにはあえて環境を破壊する行為を行わざるをえ

ない人々の対立が，身近なところでは住民と産業廃棄物処理業者などの間に，

あるいはより 巨視的に見るならば南北問題に根ざした先進国と開発途上国との

問にみ られるのである。とはいえ，法律学の分野においては，後に検討するよ

うにこの 「環境」を法的に定義する試みが多く見られ，条約をはじめ各国の実

定法にまでその影響がみられるところではある。しかし，たとえば環境基本法

(199311"-)において「環境」の意義が明らかではないことは，厳密な定義の困

難さは認められるものの，いまだ峻|床性を残すものであるといえよう。

そこで， i環境」とははたして誰のための，どのようなものであるのかを明

雄にすることがやはり必要となる。

第三に，本稿は特にこの点に主眼をおくものであるが，仮に 「観光」の意味

がl明らかになり，また 「環境Jがどのようなものであるかが定義された場合に

(もちろん上記の意味での 「法的に」ということが条件である)，両者がどのよ

うな関係に立つのかが明らかにされねばならない。

冒頭ですでにふれたように，現在では「観光」と「環境Jとがますます強く

結びっくようになっている。近年とくに活発に論じられるようになった「エ

コ・ツーリズム (eco-tourism)Jの理念などは，その証左であろう 。「エコ・

ツーリズム」とは，たとえば 「自然環境に恵まれた地域で，自然、に対する影響

をできるだけ少なくするかたちで，風景の観賞や野生動植物の観察などによっ

て自然から学ぶことを目的とした 『環境と調和した観光jをめざそうという考

え方J2)である。

このエコ・ツー リズムの考え方は基本的に支持されてよいであろう 。ただ し，

本稿は観光と環境についてとくに 「法的分析」の視点を意識したいという目的

があるので，エコ・ツーリズムを支える前提あるいは条件として， i観光Ji環

境」の両者について「基本的人権」という概念をいわば第三のキーワードとし

-98-



て提示したい。

11 r観光」の法的位置づけ

「観光」という言葉の意味は，時代背景や社会状況に応じて変化するもので

あり，絶対的な定義は困難で、あることはしばしば指摘されるところであるが3)

一般的には["r楽しみを目的とする旅行』という人聞の社会的行動を示すもの

と，r旅行とそれにかかわりを持つ事象の総体jといったさまざまな事業活動

を含んだもの」の二つの意味があると考えられておりへ「観光」が成立する

ためには， 1.主体としての観光者， 2.客体としての観光資源および観光施設，

3観光媒体が必要となる 5)。

ところで，これらの三条件と上記の観光の定義を総合し，あえて法的な，あ

るいは基本的人権という観点から考察すれば，およそ次の点が指摘できるであ

ろう 。

1. ["主体としての観光者」について

日常的に，観光主体に関して我が国において取り扱われることの多い法的な

問題といえば，たとえばそれは旅行業者との聞に取り交わされる契約に関する

トラブルに代表される ような，いわば 「各論」的なものである場合が多いよう

に思われる。しかし本稿は，かかる問題を取り扱うことを目指したものではな

く，あえていうならば観光主体に対して 「権利としての観光」が保障されるべ

きことを確認することで十分で、あろう 。

そもそも居住移転の自由あるいは移動の自由が中世の封建制度を否定し，資

本主義社会における人(特に労働者)の自由な移動を確保すべく認められたと

いう歴史的沿革を有する点に鑑みて，まずこれらの自由が経済的自由として認

識される点はもっともなものと思われる。ただし， ["今日の有力な学説は，居

住移転の自由が，単に経済的自由としての性格を有するだけでなはく，人身の

自由，表現の自由，人格形成の基盤としての自由といった多面的な性質を有す
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る複合的な権利であることを主張するに至っている 6)Jとの理解は重要で、ある。

観光 あるいは旅行というべきかもしれないがーの歴史に目を向けるならば，

西欧においては古代エジプトあるいはギリシャでの神殿への巡礼(宗教的自由)

あるいは体育競技への参加やさらには保養のための旅行(身体的自由)にはじ

まり，中世にいたっては十字軍:の遠征など，人間の生来的な欲求としての観光

が成立したと考えられる。また日本においても， 11世紀頃には賞族による社

寺参詣が行われ， 平安末期には西国33カ所観光寺巡礼が，また室町時代には

四国88カ所遍路が生まれるなど7) そもそもの起源においては旅行が単なる経

済的な活動にとどまるものではなかったことがうかがえる 8)。

また，現代において観光を上記のように定義するならば，特に「楽しみを目

的とする旅行Jが論じられる際には，これを単なる経済的自由の一環としての

み位置づけることは狭きに失するであろう 。そもそも居住移転の自由には，旅

行の自由のごとき人の自由な移動までが含まれると解することが妥当であると

思われる 9)。 しかし本稿においては，単なる人の移動や，あるいはかつてのよ

うな労働者(カ)の移動といった居住移転の自由について一般的に交わされて

きた従来の議論を前提に，とりわけ「観光Jという点に問題点を特化して考え

たい。この点，繰り返しの煩をいとわずに観光とは特に「楽しみを目的とする

旅行Jであるとするならば，やはり観光については精神活動を含む人間の基本

的権利が問題となるという観点が看過されてはならない。換言すれば，観光主

体にと って，観光は「観光権Jないしは 「観光の自由」とでも称すべき基本的

人権として認識されうるのではなかろうか10)。

それでは，かかる観光権は実定法，とりわけ憲法上，どのようなかたちで保

障されるべきであろうか。まず第一に考えられることは，憲法22条 1項の居

住移転の自由にその根拠を求めることであろう 。この点についてはすでにふれ

たのであえて繰り返すことはしないが，あえて確認するならば観光権は第一義

的には自由権としての側面を有している，ということである。ただし，みずか

らが主体となる観光は人間の経済活動のみに限定されるものではないことはす

でに明らかであることから，その他観光に含まれるさまざまな要素，すなわち

精神的自由の側面，人身の自由の側面などまでをも考慮に入れるべきである。
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それはたとえば信仰心からでた神社仏閣などの参詣であり，あるいは健康回復

のための湯治などを想起すればよいであろう。さらには，日常生活を離れて心

身共にリフレッシュすることを目的とした観光旅行も考えられる JI)。これらに

ついて，個別に条文の根拠を求めうるものについてはそれ'ぞれの条文が，そし

てまた条文の根拠を求めにくいもの，たとえばリフレッシュのための観光など

は憲法13条の幸福追求権の一環としてとらえるべきであろう 。

ところで，観光権の自由権的側面が人間の行動の実にさまざまな部分にまで

波るものであるならば，仮にこの権利が法律などによる侵害を受けた場合に用

いられる違憲審査基準は，どのようにあるべきであろうか。おそらく，経済的

自由に関する違憲審査基準よりも厳しい基準が妥当し，その観光の目的が精神

的自由や人身の自由に関わる場合には，これらの人権の違憲審査基準ないしは

これに近い基準が妥当するものと思われる 12)。

続いて考えられることは，観光機の社会機的側面である。とりわけ観光とは

観光客体および観光媒体の存在が前提とされる点が 単なる居住移転の自由と

は異なるところであろう。すなわち，宿泊施設をはじめ，スポーツやレクリエ

ーションのための設備，景勝地，布jI社仏関など，およそ観光には目的となる場

所あるいは施設が必要であり，またそこに至るまでの移動の手段が求められる

のである。これに関して，憲法25条が 1項で国民の健康で文化的な生活を保

障し， 2項でそれを充足する国家の義務を規定していることが注目されてよい。

現在，人々の生活において観光が決して特別なものではなくなったこと，また

そうであればこそ，個人の観光権に対応した国家の義務が認識されてよいであ

ろう 。

それでは，社会権としての観光権について，その法的性質をどのようにとら

えるべきであろうか。ここで仮に生存権に関する議論をあてはめるとすれば，

まずはそれがプログラム規定なのか，抽象的権利なのか，あるいは具体的権利

として構成されるべきなのかが論じられねばならない。たしかに，観光権とい

ってもそもそもそれが憲法上の保障がおよぶものなのか否か，といったきわめ

て根本的な問題から始まり (この点筆者はこれを積極的に解することはもちろ

んである)，その内容がきわめて多岐に渡ること，あるいは唆昧さを残すもの
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であることなどを勘案すると，筆者の能力のゆえもあって現在のところではに

わかに断じうるものではない。しかし，まず，これをプログラム規定と解する

ことには，観光機の持つ重要性のみならずその有する自由権的な側面までをも

軽視ないしは無視するものと思われるため，首肯しえない。続いて，これが抽

象的権利なのか，あるいは具体的権利なのかという点が問題となる。この点で

目を惹くのは，憲法25条はもとより，観光基本j去をはじめ現在までに制定さ

れた実に多くの法律である。とくに観光基本法は前文において「観光は，国際

平手[1と国民生活の安定を象徴するものであって，その発達は，恒久の平和と国

際社会の相互理解の増進を念願し，健康で文化的な生活を享受しようとするわ

れらの理想とするところである。(1段)Jと述べており，ここに示された理念

が個別的な法律によ って全うされないとするならば，観光の重要性はもとより

本稿でいうところの観光権の意義が損なわれてしまうであろう 。とするならば，

観光権の社会権的側面につき，憲法25条を板拠とする具体的な権利とまでは

いえないとしても，少なくとも抽象的な権利性は認めてもよいことになりそう

である。

このように，観光権はあたかも環境権に類似した複合的な性格をもっ権利で

あり，いわば新しい人権のーっとして憲法上保障されるべきものといえるであ

ろう 。

ただし，ここで問題となるのは海外への観光が，囲内観光と同様の保障を受

けるか，ということである。まず観光権の有する自由権的側面については，海

外渡航の自由に関する議論が基本的に妥当するものと考える。学説上，海外渡

航の自由に関する憲法上の根拠を憲法の何れの条文に求めるかについて，憲法

22条 2項に求める見解，憲法22条 1項に求める見解，そして憲法13条に求め

る見解カ{ 111~ えられており， 22条 2項に拠るべきとの見解が多数を占めている

ことはよく知 られるところである 13)。ただし，観光という観点から海外渡航=

海外への観光を考えるならば，経済的自由の側面にとどまらず，精神的自由，

人身の自由といった諸要素を複合的にとらえる必要があるものと思われる。そ

れゆえ，憲法13条に根拠を求める見解もまたあながち否定することはできな

いことは，囲内における観光の場合と問機である 14)
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また，海外への観光に対していかなる制約が許容されるかについて，すなわ

ち違憲審査基準を考える際にも，囲内観光の場合に準じてこれを検討すること

を基本と し，と くに国際情勢や外交上の問題，あるいは犯罪者の国外逃亡の危

険など特段の事情に関 しては，具体的な事例に則して判断すべきこととなるの

ではあるまいか。

また，その社会格的側面についてはどのように考えるべきであろうか。囲内

観光とは異なった観点からの議論があるいは必要なのだろうか。たとえば，観

光主体がみずから訪れようとする外国に対し，その入国を権利として保障する

ことを要求することができないことは，国際慣習上も，また「国家による自由」

という社会権の性質に鑑みても明らかである。 しかし，わが国からの海外への

観光を不可能にするか，もしくは実質的にこれと同一視しうるような状況が生

じている場合，およそ考えられないことではあるが鎖国を行う ，すべての港

湾 ・空港を破壊し，これを復旧させないなどということが起これば，当然のこ

とながら社会権としての観光権も損なわれるであろう 。しかしこういった事態

を想定することはおよそ非現実的であることはもちろんのこと，まずもって自

由権と しての観光権の侵害を理由として争うことで十分であろう 。とはいえ，

ここでは，その内容を客観的に確定することの困難さは残るものの，国民が

「健康で文化的Jな生活を享受できる程度に至る作為が，国家には要請される

ことになる。

.とまれ， 以上のことから，観光主体の観光機を憲法上保障された基本的人権

として措定することは，可能なのではなかろうか。

2. r客体と しての観光資源および観光施設Jについて

「客体としての観光資源および観光施設」とは，観光主体の多様な欲求を喚

起したり，あるいはそれを充足する対象である，素材としての観光資源と，資

源を生かして観光者の欲求充足に直接的に寄与する観光施設(含サービス)を

いう 15)。この観光客体に関し，本稿では，これら観光資源と観光施設(含サー

ビス)のそれぞれが具体的にどのようなものであるかを明らかに した上で，そ

れぞれの問題点を概観してみたい。
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観光対象としての観光資源は，自然観光資源，人文観光資源，そして複合型

観光資源の三つに分類される。このうち自然観光資源については，山岳 ・高原，

海洋 ・海岸，河川 ・湖沼，動 ・植物，温泉などの有形観光資源と，気象などの

無形観光資源、にさらに分けられる。また，人文観光資源とは史跡，寺社，城

跡;・減車1¥，庭園，年中行事などを指し，複合型観光資源とは大都市，農山漁村，

郷土景観，歴史景観などである 161。これらの観光資源は基本的に，国内的には

文化財保護法，自然環境保全法や自然公閣法，さらには各地方自治体の条例な

どによ って，また国際的にはワシントン条約，ラムサール条約，世界遺産条約

などによ って，保護されるものである。さらに，環境保護団体などによる保

護・保存運動が活発に展開されていることもまた周知の事実といえよう 。

このように保護の対象となる文化財，自然公園等について，これまでに議論

されてきた事柄として，憲法29条にいうところの財産権の保障との関係があ

る。かつて，固定公園内に山林を所有していた造林業者が，その所有する山林

において土石を採取しようとして県知事に対してその許可を求めたところ不許

可となり，これに対する損失補償 (自然公園法35条)を求めて争った事例が

ある。裁判所は，憲法29条 2項が財産権について 「公共の福祉Jによる制限

を許容していることを前提に， r本件土石の採取の制限は，自然公閣内におけ

る優れた風致及び景観を維持し保存するために必要かつ合理的な範囲の制限と

して，何人も受認すべき財産権の内在的制約の範囲内にあり，これによ って生

ずる損失は，これを補償することを要しないJと判示した(東京地判昭和61

年 3月17日)171。もっともこの事例は，財産権の制約に対して，いかなる場合

に補償が必要となるのかが大きな争点ではあったことは留意すべきであるし，

そもそも文化財保護，自然環境保全のための財産権の制約は内在的制約である

のかそれとも政策的制約であるのかなと検討すべき点は多いが，さしあたり

本稿との関連では，個人の財産権は保護の対象となる観光資源(あるいは観光

資源の語ではなく，文化的・自然的価値，とでもいうべきか)の前では一歩後

退せざるをえないことを確認すれば十分であろう。

ところで，かかる資源に関し，観光という観点からは単にそれらが存在する

のみではその効用が発揮されないことが問題となる。すなわち，観光資源は観
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光主体の欲求を喚起し，またそれを充足することができなくてはならないので

あり，いわば保護から利用へという意識の転換が必要となる。ここにおいて，

観光施設 (含サーピス)の存在が大きくクローズ ・アップされてくる。

観光施設(含サービス)とは，宿泊施設 (ホテル，旅館など)，飲食施設

(レストラン，パーなど)，物品販売施設 (土産物庖， ショァピング ・センター

など)， レクリエーション施設 (スキー場，ゴルフ場などの屋外施設とボーリ

ング場，工芸教室などの屋内施設)，文化 ・教育施設 (野外博物館，民俗資料

館など)，観光案内施設 (観光案内所，ガイドなど)公共サービス施設 (治安，

保全，ゴミ処理など)を指す18)。このような観光施設の設置主体は，多くの場

合は民間企業であるが，場合によ っては政府もしくは地方自治体であり，ある

いはいわゆる第三セクターでもある。

この点，とりわけ民間企業による観光施設 (含サービス)の建設については，

利if'iJを追求するための経済活動をその本質とするために，上記の観光資il車、のう

ちでも，とりわけ自然観光資源の保護との聞に矛盾や衝突が起こることが考え

られる。もちろん，すでに見たように財産権の行使にともなう制約 (これが内

在的なものか，政策的なものかをにわかに断ずることはできないが)が当然に

加えられ，さらには条約を含む諸法令によ って濫開発を防止する手段が講じら

れていることはいうまでもない。 しかし，保護から利用へという点のみを過度

に強調し，利用の枠組みをはみ出す危険があることには，常に注意が必要であ

ろう 。そのような事態に陥れば，最終的には観光主体にと っては観光欲求を喚

起されなくなり，観光資源としての価値を損なうことになる。ひいては先に検

討した観光権の充足が不十分なものともなろうし，観光によってもたらされる

経済効果もまた著しく低下しよう 19)0 

ところで， このよう な事態を回避し，観光主体，観光客体の双方にとってよ

り充実した観光を可能ならしめるために考えられる手法として，観光対象の計

画的 ・積極的な開発と複合型観光資源の再評価が考えられる刻。

観光対象の計画的・積極的な開発については， とりわけ政府あるいは地方自

治体の主導する観光計画が重要である。というのも，観光は国民の日常生活に

非常に密着したものであり，観光主体こそ個人を前提とするものではあるが，
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観光客体ともなると個人あるいは私企業の手にすべてを委ねることには大きな

リスクがともなうからである。たとえば，リゾー ト法 (総合保養地域整備法，

1987年)の制定 ・施行を契機とし，バブル全盛期に全国各地で盛り上がった

大規模な開発が，バブルの崩壊および環境保護運動の高まりとともに負の遺産

のみを残して終息を迎えたことはその典型的な悪例であろう 。もはや観光は

「公共性」を術びたものとして認識せねばならず，それゆえ公の部門の介入が

不可避と思われるのである。また，かかる議論は先に述べた観光権の観点から

は，とりわけその社会権的側面に対応するものである。

わが国における観光対象の計画的 ・積極的な開発については， 1950年の国

土総合開発法が全国規模での観光開発に関する最初の法律であり，これに基づ

いて1962年には全国総合開発計画が閣議決定さ れ，地域開発としての観光開

発の役割が明らかにされるとともに，後に成立をみるリゾー卜法の足がかりと

なったのである。

ところで，国土総合開発法以後，わが国における観光開発は，未だに桜本的

な問題点、を解決しえているようには思われない。観光開発にともない，観光資

源の倣峻や住民の主体性が発揮されない点など，多くの問題が残されたままの

ようである。リゾート法に限ってみても， Jニ述の観光に関する「公共性」との

関連で，あえて「国民が余H院等を利用して滞在しつつ行うスポーツ， レクリエ

ーション ・・-等の多様な活動に資するための総合的な機能の整備を民間事業

者の能力の活用に重点を置きつつ促進する措置を講ずる(同法 1条，傍点筆者)J 

と規定するなど，公の責任がどの程度まで実効性をもって果たされるのか，疑

問カ{~支るところである 2 1 ) 。

この点，きわめて一般的ながら，およそ政府あるいは地方自治体が主導的に

計画を作成した場合，諸種の事情(経済情勢，環境との関連など)に変化が生

じた場合であっても，当初の計画を変更することが困難であり，現実に即した

柔軟な対応が難しいことなども，考慮に入れなければならない。ただし，繰り

返しになるがもはや観光は「私jのみに支えられるべきものではなく， ["公」

が 「行き届いた観光行政」を用意してはじめて十分なものになることをここで

確認しておきたい22)。
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また，複合型観光資源の見直しもあらためて強調されてもよいであろう。自

然景観，文化的価値など，単体としてはさほど魅力的とはいえない観光資源で

あっても， 町並み全体をいわば「面jとしてとらえた場合に，非常に強い関心

を観光主体に与えることがある。1975年，文化財保護法が大幅な改正を受け

た際，全国の伝統的建造物群の中からとくに優れたものを 「重要伝統的建造物

群保存地域」として選定し， 町並みの保存に対して助成措置を講ずるなどとい

ったことが行われている 23)。ここにもまた公の部門の観光への介入が見受けら

れるが，このような措置こそ「私」だけでは成立が難しいものであり，歓迎さ

れるべきものといえよう 。

ただし， 町並みの保存などに常にともなう問題として， 当該地域に実際に居

住する住民の権利の問題がある。「家を修繕(改築，売買) しようとしても思

うままにならないJr見知らぬ観光客に生活の平穏を脅かされる」など，よく

聞く話である。ともすれば経済的な権利はおろか精神的 ・身体的な権利までを

も侵害されている場合がある ように思われる。この点，経済的な助成措置のみ

を講ずることでよいのか，当該地域に居住することについて当然に受認すべき

制約なのか，など，根本的な解決策を見いだすことは相当に困難で、あり，ひい

てはかかる制約に関する違憲審査基準の設定も，非常に困難なものとなろう 。

しかしながら， 重要伝統的建造物群保存地域に限らず， 一般的にかかる資源

の保存について十分に手続的な適正さが確保され， 実体的にも周辺住民の合意

を形成することができれば，またそのようなシステムが整備 され，うまく機能

するようになれば，観光客体としての仰i値は著しく増大し，観光事業全体に大

きなメ リットをもたらすものと思われる。

とまれ，観光客体について考えた;場合，観光のもつ 「公共性jが改めて浮き

彫りになった。

3. r観光媒体Jについて

「観光媒体」とは観光主体と観光客体とを結びつける機能を果たすものであ

り，基本的には移動手段と情報である 24)。

産業革命以降，移動手段の発達は人々 (観光主体)をしてより早く，より安
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全に，さらにはより安侃liに観光客体へアクセスすることを可能ならしめた。観

光の大衆化は，これら移動手段の発達に負うところが大きいであろうし，また

現在においても主たる観光媒体とは移動手段を指すものと解して差し支えはな

いであろう 。

それでは，主たる観光媒体である移動手段について，し、かなる法的問題が想

起されるであろうか。個々の媒体に関しては，たとえばその安全基準や事業者

に課される義務などを個別的な法律が規定している (道路車両運送法など)。

ところで，観光は本来的に旅行と不可分の関係にあるものだが，どのような経

路をたどり，どのような移動手段を用いて観光客体にアクセスするかという問

題は， 重要で、ある。とりわけ，自然観光資源については，常に環境問題と表裏

一体をなすことから，そこへのアクセスがどのように行われるかという問題が，

観光客体そのものの価値を決定し，あるいはその存立まで左右することになり

かねなし、からである。

そこで，移動手段の設置に関しては十分な環境アセスメン トが必要となるこ

とはいうまでもない。現在のところ，環境アセスメント法 (環境影響評価法，

1997年)が制定されているが，その問題点がすでにいくつか指摘されているお}。

その中でも，アセスメントを行う 主体を事業者がみずからの責任において行う

ということ (同法12条 1項)については 「アセスメン トが事業者の立場に偏

した客観性に欠けるものとなるおそれを伴う 」との指摘が重要で、ある刻。

また，移動手段とはいえ，と くに観光ということを念頭に置くならば，たと

えばドライブは移動そのものが観光の対象となるが，そのための道路 (00ハ

イウ ェイ， x xスカイラインなど)の建設については，とくに慎重かつ十分な

アセスメン トが求め られであろう 。

さらに観光媒体として，とりわけ現代においては情報についての考慮が重要

である。観光情報は，観光主体にと ってはその観光を満足のいく ，充実したも

のとできるかどうかを決定するための，また観光客体にと っては観光客を誘致

できるかどうかを決定するための，重要な要素である 27)。ところで，観光情報

について従来，観光主体が旅行に際しでも っとも参考にするメディアは家族 ・

友人の話が45.7%とも っとも多 く，続いてガイドブック (38.8%)，パンフレッ
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ト (33.4%)となっており，いわゆる 「口コ ミ」 の影響力が非常に大きいこと

がうかがえる刻。しかし現代では，インターネ ットに代表されるコンピュータ

技術の発展および普及により，単なる情報の収集に限らず，交通機関のチケ ッ

トや宿泊の予約までが自宅あるいは勤め先などで可能になっている制。このこ

とは. I口コミ Jなど従来からの情報収集に大きな変化をもたらすことになる

可能性を含んでいる。他方で，観光客体にと っても，パンフレ ットの作成や旅

行ガイドブックへの掲載といったコストと時聞がかかるメディアの利用に代え

て，インターネ ット上にホームペー ジを設けるなど，比較的簡便な手段を用い

ることができるようになっている。

これらの変化について，ここで一つだけ確認しておきたい事柄は. ["情報の

自由な流通」が確保される必要性である。観光主体にと っては，必要と思われ

る情報に自由にアクセスすることができなければならず (広義の 「知る権利J). 

また観光客体にと っては情報を自由に発信することができなければならない

(表現の自由)30)。観光情報に関する議論はさまざまにあるが，こういった「情

報の自由な流通jは，必要最低限の条件である。

観光媒体については，移動手段に関する「環境アセスメントJ.観光情報に

関する 「情報の自由な流通」が重要である。

川 観光と環境

第H章において観光に関する若干の考察を行ったが， 冒頭にも示したように，

観光が国民生活に深く根ざしたものとなり，また本稿の立場からいえば権利と

しての観光権を措定すればなおさらのこと，自然はもとより歴史的・文化的遺

産をも含む「環境」と「人間jのふれあいは培える一方である。それゆえ，観

光主体が観光行動にでる場合はもちろんのこと，観光客体にと っても，あるい

は観光媒体を考える場合にも 「環境Jを考慮に入れることが不可欠となる。

本章においては. 1. I環境」とはなにかを明らかにした上で. 2. I観光j と

「環境」の関わりを概観してみたい。
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1. r環境」とはなにか

われわれを取り巻く自然的あるいは人工的な外部世界を一般的に環境と 呼ぶ

ことが可能だが，法的な意味から環境を論じる際には，より具体的な定義が必

要となろう 。 しかし，環境の定義づけは，非常な困難をともなう 。なぜなら，

どのような目的からこれを行うのか，という目的次第で，その定義が変化する

からである。たとえばわが国の環境政策を振り返るならば，かつてのそれは

「公害問題Jとして出発したために， r環境一般」からまず汚染や悪化のおそれ

のあるものを抽出し，その中心的な概念に 「公害」 と 「生活環境Jをすえると

いうアプローチをと った。それゆえ環境とは公害と生活環境の悪化の防止とい

う意味合いをもつに至った(この目的のために制定されたのが，公害対策基本

法(1967年)である)31)。その後， 1972年にスウェーデンのス トックホルムで

開催された 「人間環境会議」およびそこで発表された「人間環境宣言Jのよう

な国際的な潮流にも影響され，あるいはいわゆる 4大公害訴訟や環境権訴訟と

いった囲内的な動きもあり，従来の公害および生活環境の悪化防止にとどまら

ない，新たな環境の定義が必要になってきたのである (環境基本法の制定は，

その一つの到達点といえる)。

この点，従来の議論のうちまずは憲法学の分野における環境にアプローチし

てみると，環境に関する規定としては「全世界の国民が， ・・・ 平和のうちに

生存する権利を有する」と述べた前文 2段，幸福追求権を定めた 13条，生存

権を規定した25条があげられる。そして人が人たるに備する生活が営めるよ

う，新しい人権としての 「環境権」が提唱されるに至る。この環境権の内容は

論者によって異なるものの，一般には 「健康で快適な生活を維持する条件とし

てのよい環境を享受 し，これを支配する権利jと解されている。多数説によれ

ば，ここでいう環境とは大気，水，日照などの自然的な環境であり，移籍， 寺

院，公園， 学校などの文化的 ・社会的環境までは含まれない。後者までをも環

境に含めた場合には，環境権の内容が広範になりすぎ，材研IJ性が弱められるこ

と，環境権が唱えられるに至っ た沿革に忠実なこと，などがその論拠としてあ

げられる 32)。そして環境権は，憲法13条において自由権的側面が，同じく 25

条において社会権的側面が保障される複合的な性格をもっ権利である。
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かかる憲法学的なアプローチは，環境ないしは環境権の概念の提l唱，その基

盤づくり，さらにはその深化への貢献など，非常に有意義であることはもちろ

んであり， 筆者もこの見解に与するものである。ただし，本稿においては観光

という視点を外さずに環境をと らえる試みを行う 意味からも，あえてここにい

う環境の概念を拡大して考えたい。

この点，わが国の環境基本法には環境を定義する文言は見受けられないもの

の，諸外国の環境立法に目を向けるならば，アメリカ環境政策法1508.14条は

「人間環境は，自然的，物理的環境及び人間と環境との相互関係を含めるよう

包括的に解釈されるものとするJと述べ， IS014001は 「大気，水質，土地，

天然、資源，植物，動物，人およびそれらの相互関係を含む，組織の活動をとり

まくもの (3.2項)Jとの環境の定義をおき，イギリス環境保護法 1条 2項では

「環境とは以下の媒体，すなわち大気， 水および土嬢の全部または一部からな

る。大気の媒体は建造物内の空気および地上もしくは地下のその他の自然もし

くは人工の構造物内部の空気を含む」とされている 33)。また学説においても，

環境の範囲を 「①大気，水， 土壌， ②平穏な生活の場， ③動植物の生態系とそ

の種の多様性， ④景観を含む自然、資源， ⑤自然的，文化的，歴史的遺産 ・遺跡

等，⑥生態系，自然資源，遺産等とのふれあいなど，これらと人との交互作用

を含む広い概念」と非常に広範にとらえる見解もある 34)。

環境についての憲法学における多数説は，すでに述べたように「権利性」と

いう点に細心の注意を払っているため，あえてこれを狭く解さざるをえない状

況にあるものと思われる。最高裁判所が 「環境権Jを正面から認めた例がいま

だにないことも，その大きな要因であろう 。しかし，自然環境への配慮はもと

より，文化的な資源などを保護する個別的な法律までをも視野に入れ，同時に

上記の諸外国の立法例などをも勘案するならば，条件さえ整えば環境を広く解

することもあながち否定されるべきではなかろう。さらに，環境については国

内における環境保護が重要で、あることは当然のことながら，近年とくに問題と

される環境破壊は国境を越えた問題であることは重要で、ある。上述の国連人間

環境会議から20年を経て， 1992年にはブラジルのリオデジャネイロで 「環境

と開発に関する国連会議」が開催され， ["リオ宣言」の発表，["アジェンダ2U
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の合意などによってあらためて環境保護の重要性が認識された。さらには「ラ

ムサール条約Jや「世界遺産条約」など，個別的な条約はすべて環境保護に向

けられた国際社会の要請である。こと観光との関連では，観光資源ということ

を視野に入れた場合，環境をより広範なものとしてとらえるアプローチが妥当

と思われる。

2. r観光jと「環境」の関わり

観光においては，観光資源が破壊され，あるいは枯渇すればその時点で観光

そのものが成立しなくなる。それゆえ，観光資源を保護し，観光者への魅力を

保ちながら，観光地やリゾートを存続させようという「持続可能な観光資源利

用jが提唱されることとなる 35)。こういった持続可能な観光資源利用という考

え方を唱導し，現実に活動しているものとして有名なものには，北米のシエ

ラ ・クラブ (SierraClub)やイギリスのナショナル ・トラスト (The

National Trust for Places of Histric Interest or Natural Beauty)があり，わ

が国においても 1964年に鎌倉市の住民が宅地造成計画に反対して鶴岡八l幡宮

の裏山を買い取り ，歴史的景観の保存に成功した例を鴨矢として，各地でさま

ざまな形のナショナル・トラス ト運動が展開されているお)。

ところで，このような民間団体による自然環境(観光資源)保護活動は，政

府や地方自治体によるそれよりも常に先行しており，公の部門による行動より

も効果の点で優れているのではないか，とはしばしば聞かれる意見であろう 。

その理由としては問題関心の高さ，活動における機動性や柔軟性などが考えら

れるが，すでにみたように，観光についてその公共性はもはや無視できないも

のであることに鑑みれば，このような印象を抱かしめる政府や地方自治体の活

動の怠慢は，非難されてよい。しかし，公の部門のみがなしうる施策としての，

法令による環境すなわち観光資源、の計画的な開発，管理，利用規制は重要であ

る。いかなる制度を用意し，いかに効果的にそれらを運用するかについては十

分な議論が必要であると思われるが，さしあたっては観光主体に保障された観

光機，観光客体に必要な経済活動の自由との調和をはかり つつこの問題に取り

組むという姿勢が，われわれ国民はもとより国家や地方自治体についても肝要

-112-



であろう。

観光と環境は，もはや一般的に「密接な関係を有しているjとのみ表現され

るだけでは不十分である。すなわち，観光，環境ともに基本的な人権のひとつ

として認識されるべきものであり，それらの人権を具体化するために国家が存

在するのである。このことは，まずも って観光主体と観光客体の双方が十分に

観光の恩恵に浴することができるよう，国家が条件を整備することを意味し，

そのための前提として，環境問題への真撃な取り組みが求められていると考え

られる。

ただし，われわれ私人が，観光および環境に関わる際に，観光主体であろう

とも観光客体であろうとも，すべての調整を国家に委ねるべきかといえば，答

は「否」である。観光主体，観光客体の何れの立場に立とうとも，みずからが

主体的に判断し，行動すべきことはいうまでもない。そのためには，公の規制

とならんで観光および環境への理解を深めるための啓蒙活動や教育が重要な も

のとなるであろう 。

また，観光の形態自体，とりわけ環境問題を視野に入れた場合には変化を迫

られざるをえないであろう 。たとえば，先にふれたエコ ・ツーリズムなどは，

その典型である。もちろんこれは観光の一つの形態であり，観光がすべからく

エコ ・ツーリズムに転換していくことなどはおよそ考えられないが。とはいえ，

観光と環境の結びつきがますます強ま っていくことの一例としては，十分注目

に値する事象であろう。ただし，観光に必然的にともなう利潤の追求との調整

は，安易に達成できるものとは思えない。とりわけ地方自治体が， I町おこし，

村おこしなどを意図しでかかる観光事業に乗 り出すような場合には，経済振興

策としての性格が強く出るものとなり，単純にエコ・ツーリズムとは|呼べない

観光形態が現出されそうである。ここにおいてもやはり， r公Jと 「私」両者

の真撃な取り組みが求められそうである。
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むすびにかえて

以上，観光と環境につき，法的分析を試みてはみたものの，はなはだ羊頭狗

肉の感が拭えないまま，紙数がつきてしま った。これはひとえに筆者の浅学非

才に由来するものである。とまれ，最後に本文ではふれることのできなかった

点について，若干の考察とともにここに記し，この拙い稿を閉じることとした

u、。

まず本稿においては， r観光j と 「環境」のいずれもが，憲法上の権利であ

ると考え，前者については，とりわけその主体に対して 「観光機Jを措定し，

従来論じられてきた居住移転の自由をやや拡大してとらえることが重要で、あり ，

後者については，観光との関わりで，従来の憲法学の観点からのアプローチを

若干ながら修正することも可能なのではないか，という点を強調した。しかし

ながらいずれも試論の域を出ず，議論が抽象的ないし観念的になってしま った。

今後のさ らなる検討が必要であろう 。

またこの点に関連して， r人権の国際化」とはとくに近年に至って市民権を

えた用語だが，観光，環境の何れも一国のみで論じられるべき 主題ではないこ

とから，個人，民間部門，国家に加えて国際的な取り組みにも目を向ける必要

性は，強調しでもしすぎることはないであろう 。本文でも若干の言及はしたも

のの，未だ不十分である。

ただし，ごく 一般的には，基本的人権のーっと考えられる観光も，環境の前

では一歩後退せねばならない場面が，ますます増えそうではある。本文でも述

べたように，環境すなわち観光資源なくしては，観光そのものが成立しないこ

とは，あらためていうまでもないが，ここで想起されるのは，本文においては

「持続可能な観光資源利用jという表現で示したが，より 巨視的にこれをとら

えた「持続可能な発展 (sustainabledevelopem巴nt)Jの考え方である。1987

年の「環境と 開発に関する世界委員会(ブルン トラント委員会)Jで提案さ れ，

以後環境について論じる際のキーワードともなった感のあるこの考え方は，観

光と環境について考える上でも重要な意味をもつであろう 。

最後に，観光のもつ効用のひとつとして考えられる異文化交流の機会の提供
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にふれておきたい37)。観光により，人々が移動することは，必然的に異文化と

の交流を促すことになる。この点，必ずしも プラスの効果のみが期待されるわ

けではなく，場合によっては観光の対象となる国や地域の文化を否定したり，

あるいは破壊することにもなりかねないことは，残念ながら一面における真実

であろう。 しかし，異文化との接触により，それぞれの文化に対する理解を深

めることが可能になるばかりでなく，ことに海外への観光が容易になった現代

では，国際交流を促進し，国際親善に貢献するといった民間外交の機会が増大

したことを意味する。ここであ らためて，日本国憲法が掲げる平和主義に目を

向けるならば，観光は単なるレ ジャ ーとしてのみとらえ られるべきではなく，

この憲法の理念を具体化するための身近で，かっ効果的な手段として位置づけ

られるのではあるまいか。環境を論じる際にも，平和ということは大前提にな

るものである。本稿で示した観光権の考え方は憲法に立脚したものであり，ま

た平和主義は憲法が最も重要と考える原則のうちの一つである。「観光は平和

へのパスポートである」とはしばしば聞かれる言葉であるが，決して空理空論

ではなく，われわれが実際に手にすることのできる，大切なパスポートなので

ある。
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べきである (最大判lIH'f1l33年 9月10日，民集12巻13号1969ページ)oJとし，旅券

法13条 l項 5号に基づく旅券発給拒否を合慾と判断したことには疑問が残る。もち

ろん，海外への観光については国際情勢や外交上の問題，犯罪者の国外逃亡の可能

性など，凶内観光と同列に論じることはできないが，安易な制約を認めることはで

きない。

1 5) 前 IfI.前掲 f~l'. 10-11ページ。

16)同. 123ページ，塩田 =長谷，前縄i!}.56ページ。

17)この判例につき，さしあたり，武永i字「自然公園内にある財産権と損失補償J芦部

信喜 ・高橋和1之編 『慾法判例百選 I (第三版)J有斐閣. 1994年. 218-219ページ

を参照。

18) iitrl日，首III掲議.123ページ，塩田 =長谷，前掲書.56ページ。なお，観光基本法で

は観光基盤施設と旅行関係施設を観光施設とし，前者は空港，港湾，鉄道，駐車場，

旅客船など際海空の交通施設，上下水道..ゴミ処理施設などの環境衛生施設，電

話，放送などの通信施設を，後者は街泊施設，休憩施設，案内施設を総称したもの

である。

19)なお，観光とその経済効果に関しては，改めて検討すべき重要な問題である。ただ

し本稿においては筆者の能力はもとより紙帽の関係上. j!flJ愛せざるをえない。

20) Cf前回，前掲沓. 127-129ページなど。
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21)リゾー ト法をめ ぐる諸問題については，今村都南男編著 『リゾー ト法と地域振興j

ぎょうせい， 1992年に詳しい。

22) Cf.鈴木忠義編 『現代観光論 (新版)J有斐閣双書，1984年，219-220ページ。

23)前回，前掲書， 129ページ。

24)前回，前掲書， 11ページ。

25)ジュリス ト1115号 f特集 ・環境影響評価法j参照。

26)小早川光郎 「環境影響評価法とその課題Jrジュリスト増刊 環境問題の行方j

1999年， 60ページ。

27)なお，観光客を受け入れる地域にと って，観光情報を提供することの意義は.その

過程において 「地域の独自性が再認識され，アイデンティティの形成や誇り ・生き

がいづくり にもつながり，地域のイメージア ップと住民意識の高揚が諮られる」と

いう点にも見いだされるという指摘は重要である。前回，市I掲脅，66ページ。

28)同， 67ページ。

29)このように，コンピュータを媒体にした取引については，と くにその安全性などに

ついて議論が多いところではあるが，本稿ではとくに立ち入ることはしない。

30)この点，とくに観光客体からの情報発信については，内容的には営利的なも のが中

心となるであろう 。いわゆる営利的な表現の自 由は，経済活動の-環と して位置づ

けられ，また表現の自由の仙値のうち 「自己統治の仰i値Jとは直接結びっくこと が

ないことを理由として，より強い制約に11世するとの見解もある。 しかし，観光情報

の中には観光主体が精神的・身体的価値を見出そうとする情報も含まれていると思

われるので，その制限は必要最小限にとどまらなければならないはずである。

31)阿部泰隆・淡路剛久編 『環境法j有斐附ブックス， 1995年，29ページ。

32)芦部信喜『慾法(新版 I将補版)J岩波毛1庖，1999年，242ページ。

33)松村弓彦 I環境法j成文堂，1999年，1ページ。

34)同上， 2 -3ページ。

35)前回，前掲書，101ページ。

36)同上， 79ページ。

37) Cf.同上， 137-139ペー ジ。
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三
奏
本
「
金
葉
和
歌
集
」
所
載
、
寂
照
の
「
と
ど
ま
ら
ん
」
の
和
歌
か
ら
(
そ
の
二
)

1
1
4宝
物
集
』
の
関
連
説
話
に
お
よ
ぶ
||

西

脇

哲

夫

〈『
宝
物
集
』
所
載
の
説
話
〉

寂
照
の
「
と
ど
ま
ら
ん
」
の
和
歌
に
ま
つ
わ
る
説
話
は
、

い
て
も
先
学
の
論
考
が
あ
る
。

一
巻
本
と
七
巻
本
の

「宝
物
集
』
に
も
見
ら
れ、

寂
照
の
和
歌
や
説
=請
に
つ

①

一
巻
本

『宝
物
集
」〈
六
道
・
愛
別
離
苦
〉

参
河
守
大
江
定
基
オ
モ
ワ
シ
キ
妻
ヲ
モ
チ
タ
リ
ケ
ル
ハ
カ
ナ
ク
ナ
リ
侍
ニ
ケ
レ
ド
モ

昔
エ
タ
リ
シ
ヤ
ウ
ニ
イ
タ
キ
テ
フ
シ

ル
ホ
ト
ニ
七
日
ニ
ナ
リ
ケ
ル
ニ
ク
チ
ヨ
リ
虫
共
ノ
イ
テ
キ
ケ
レ
ハ
ソ
ノ
ヲ
リ
ニ
ソ
タ
チ
ハ

ナ
レ
ケ
ル
サ
テ
世
中
ヲ
ウ
キ
モ
ノ
一

(
印
)

タ
リ
ケ

一
オ
モ



(
問
)

ヒ
愛
別
離
苦
ヲ
カ
ナ
シ
ム
テ
法
師
ニ
ナ
リ
テ
モ
ロ
コ
シ
マ
テ
ワ
タ
リ
テ
、
往
生
シ
タ
リ
ケ
ル
サ
テ
モ
ロ
コ
シ
ヘ
マ
カ
ル
ト
テ
母
ノ

料
ニ
山
サ
キ
ノ
賓
寺
ト
イ
ウ
所
ニ
テ
清
尋
法
橋
ヲ
請
シ
テ
八
議
ヲ
コ
ナ
イ
ケ
ル
ニ
聴
聞
ノ
モ
ノ
五
百
人
道
心
ヲ
コ
シ
テ
尼
法
師
ニ

ナ
リ
タ
リ
ト
申
ヲ
キ
、
テ
侍
ル
ツ
ノ
歌
ニ
ハ
ム
ベ
ル
ニ
ヤ

ト
も
マ
ラ
ム
ト
、
マ
ラ
ジ
ト
モ
ヲ
ホ
、
ェ
ス
イ
ツ
ク
モ
ツ
イ
ノ
ス
ミ
カ
ナ
ラ
ネ
パ

笠
歌
遁
間
孤
雲
上

法
名
寂
照

三
川
入
道
是
也 聖

衆
来
迎
落
日
前

②
第
二
種
七
巻
本

『宝
物
集
』
〈+
二
門
開
示
・
善
知
識
〉

大
江
定
基
、
お
も
は
し
か
り
け
る
妻
に
お
く
れ
て
、
世
の
中
を
う
ら
み
て
、
大
唐
国
へ
ま
か
り
け
る
と
こ
ろ
に
、

山
崎
宝
寺
と
い
ふ
所

に
て
、
母
の
た
め
に
八
講
を
行
ひ
け
る
に
、
静
照
法
橋
を
講
じ
て
説
法
せ
さ
せ
け
る
に
、
法
花
経
釈
し
た
て
ま
つ
る
と
て
、

「あ
す
よ
り

は
、
べ
う
は
う
れ
ん
ぐ
は
と
諭
す
と
云
と
も
、
け
ふ
は
妙
法
蓮
華
経
と
釈
し
て
き
か
せ
泰
ら
む
」
と
い
ひ
け
る
よ
り
、
聴
聞
の
人
み
な
泣

き
に
け
り
。
施
主
分
に
成
て
、
「
日
商
に
か
た
ぶ
か
ば
、
聖
人
の
他
州
に
お
は
す
る
事
を
わ
す
れ
給
ふ
な
。
月
東
に
出
ば
、
悲
母
の
古
郷

に
と
ず
ま
り
給
ふ
事
お
も
ひ
出
た
ま
へ

」
と
い
ひ
け
る
に
、

当
座
に
五
百
人
ま
で
道
心
を
お
こ
し
て
出
家
し
た
る
よ
し
を
こ
そ
、
諸
家
の

日
記
に
侍
る
な
れ
。

さ
て
、

「静
照
を
も
て
導
師
と
す
べ
か
ら
ず
」
と
宣
旨
下
だ
り
け
り
な
ど
ぞ
申
侍
る
め
る
。
か
ゃ
う
の
縁
に
し
あ
ひ
て
出
家
遁
世
す
る

人
も
、

善
知
識
に
、あ
ふ
な
り
o

e
そ
の
こ
ろ
の
入
パ
「
一
定
渡
海
は
せ
ん
ず
る
か
」
と
申
し
け
れ
ば
、

と
ず
ま
ら
ん
と
ず
ま
ら
じ
と
も
思
ほ
え
ず
い
づ
く
も
つ
ゐ
の
住
か
な
ら
ね
ば



つ
ゐ
に
大
唐
国
へ
わ
た
り
て
、
清
涼
山
の
麓
に
草
庵
を
む
す
び
て
、
命
終
の
時
、
か
く
ぞ
申
侍
り
け
る
。

荒
屋
無
人
扶
病
起
香
炉
有
火
向
西
眠

レ

レ

レ

レ

笠
歌
遁
聞
孤
雲
上
聖
衆
来
迎
落
日
前

法
名
寂
照
、

三
川
入
道
と
云
是
な
り
。

共
に

「と
ど
ま
ら
ん
」
の
和
歌
を
載
せ
て
い
る
と
は
い
え
、
詞
書
に
あ
た
る
部
分
に
は
、

一
巻
本

〈愛
別
離
苦
〉

・
七
巻
本

〈蕃
知
識
〉

の
テ
ー
マ
に
相
応
し
た
相
違
が
あ
る
。
寂
照
説
話
の
前
に
お
か
れ
て
い
る
源
兼
長
の
説
話
も
、
妻
と
死
別
し
た
こ
と
を
機
縁
と
し
て
出
家

し
た
話
で
あ
る
。
こ
の
源
兼
長
の
説
話
も
、

一
巻
本
で
は

〈愛
別
離
苦
〉
に
あ
る
。
一

巻
本
で
は
後
に
あ
る
兼
長
の
説
話
を
、
七
巻
本
で

は
前
に
お
い
た
が
た
め
に
、
寂
照
説
話
の
場
合
は

「お
も
わ
し
か
り
け
る
妻
に
お
く
れ
て
」
と
簡
潔
な
記
述
に
な

っ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。

「吾
朝
に
も
、
こ
と
に
あ
ひ
て
世
を
そ
む
け
る
人
、
お
ほ
く
聞
え
し
也
。
少
々
申
侍
べ
し
。」
と
い
う
意
識
の
元
、
善
知
識
の
例
と
し
て
内

容
的
に
重
複
し
な
い
よ
う
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
も

っ
と
も
、

一
巻
本
で
は
淑
兼
長
の
名
前
は
な
く
、

「
タ
レ
ト
モ
シ

ラ
ヌ
ヲ
ト
コ
」
の
話
に
な

っ
て
い

る
。
源
兼
長
の
話
は
、

一
巻
本
と
七
巻
本
の
本
文
が
よ
く
似
て
い
る
。
黒
田
彰
氏
は

「
一
巻
本
が
敢
え

(旅
3
)

て
脱
化
法
を
採

っ
た
と
も
考
え
難
く、

七
巻
本
が
不
明
の
主
人
公
の
固
有
名
詞
を
後
か
ら
補

っ
た
も
の
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
寂
照
の

説
話
に
は
、
同
文
関
係
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
記
述
の

一
致
は
な
い
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
た
だ
し
、
出
家
し
た
人
数
が

「
五
百
人
」

と

一
致
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

全
く
無
関
係
と
も
考
え
ら
れ
な
い

(「続
本
朝
往
生
伝
」
で
も
、

出
家
し
た
数
を

「
五
百
人
余
人
」
と

し
て
い
る
)
。
ま
た
、

一
巻
本
は
、

「と
ど
ま
ら
ん
」
の
和
歌
の
作
者
を
「
ソ
ノ
歌

ニ
ハ
ム

ベ
ル
ニ
ヤ
」
と
、
や
や
ほ
か
し
て
表
現
し
て
い

る
。
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(
問
)

大
江
定
基

(寂
照
)
が
出
家
し
た
の
は
愛
す
る
妻
と
死
別
し
た
た
め
と
す
る
説
話
は
、
『今
昔
物
語
集
」
な
ど
、
多
く
の
説
話
集
に
見

ら
れ
る
著
名
な
も
の
で
あ
る
。
一

巻
本
の

「昔
エ
タ
リ
シ
ヤ
ウ
ニ
イ
タ
キ
テ
フ
シ
タ
リ
ケ
ル
ホ
ト
ニ
七
日
ニ
ナ
リ
ケ
ル
ニ
ク
チ
ヨ
リ
虫

共
ノ
イ
テ
キ
ケ
レ
ハ
ソ
ノ
ヲ
リ
ニ
ソ
タ
チ
ハ
ナ
レ
ケ
ル
」
云
々
の
話
は
、

『今
昔
物
語
集
」
巻
十
九

・
「参
河
{
寸
大
江
定
基
出
家
語
第

一一
」「
久
ク
葬
送
ス
ル
事
元
ク
シ
テ
抱
テ
臥
タ
リ
ケ
ル
-
一
、
日
来
ヲ
経
ル
一
一
、
口
ヲ
吸
ケ
ル
ニ
、
女
ノ
口
ヨ
リ
奇
異
キ
臭
キ
香
ノ
出
来
タ

(山花

4
}

リ
ケ
ル
ニ
、
疎
ム
心
出
来
テ
、
泣
ミ
ク
葬
シ
テ
ケ
リ
。
」
(
『宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
四

・
七
も
、
ほ
ほ
同
じ
)
に
よ
く
似
た
話
柄
で
あ
る
。

蹟
田
哲
通
氏
は
、
「
「今
昔
物
語
集
」
、
『宇
治
拾
遺
物
語
」
で
は
こ
の
よ
う
に
強
烈
で
リ
ア
ル
な
九
相
の

一
、
二
相
に
相
当
す
る
叙
述
が
な

さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

「発
心
集
」
で
は
具
体
的
措
写
に
乏
し
く
、
あ
え
て
そ
れ
を
さ
け
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
よ

と
さ
れ
、

「死

体
の
変
化
を
す
る
様
を
継
続
的
に
見
続
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
不
浄
を
観
ず
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
最
も
典
型
的
な
九
相
に
か
か
わ
る
説

(花

5
)

話
で
あ
る
と
い
え
る
よ

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
不
浄
観
に
ま
つ
わ
る
説
話
は
、

『発
心
集
』
の
他
、
『元
亨
釈
書
』
や

『三
国
伝
記
」

等
に
も
見
ら
れ
る
が
、
九
相
に
関
す
る
具
体
的
な
記
述
は
な
い
。
ま
た

『撰
集
抄
」
や

『十
訓
抄
」
な
ど
の
よ
う
に
、
不
浄
観
そ
の
も
の

に
ふ
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
。

入
宋
に
あ
た
り
母
の
た
め
に
法
華
八
講
を
行

っ
た
と
い
う
話
も
、

「続
本
朝
往
生
伝
」

・
『撰
集
抄
』
な
ど
に
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

『続
本
朝
往
生
伝
』

・
「撰
集
抄
』
は
、
「
と
ど
ま
ら
ん
」
の
和
歌
を
掲
出
し
て
は
い
な
い
。「
撰
集
抄
」
で
は
、
母
と
の
別
れ
な
が
ら
も

「
思
愛
別
離
の
か
な
し
み
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る

(『撰
集
抄
」
に
は
、

「続
本
朝
往
生
伝
」
や

「宝
物
集
」
の
よ
う
に
、
聴
聞
の
人
々
が

出
家
し
た
こ
と
が
な
い
)
。
こ
の
こ
と
は
、
法
華
八
議
の
記
事
が
、
特
に
静
照
の
説
法
の
内
容
が
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
七
巻
本
の
場
合

で
も
、

〈愛
別
離
苦
〉
の
例
話
と
も
な
り
え
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
の
話
を

〈善
知
識
〉
の
例
話
と
し
た
の
は
編
者
の

意
志
で
あ
ろ
う
。〈
愛
別
離
苦
〉
の
例
話
に
す
る
な
ら
、
寂
照
の
場
合
、
妻
と
死
別
し
た
話
の
方
が
、
は
る
か
に
有
名
で
あ

っ
た
は
ず
だ

四



と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
寂
照
の
説
話
を
、

〈愛
別
離
苦
〉〈
普
知
識
〉
の
い
ず
れ
の
例
話
に
す
る
に
せ
よ
、

「と
ど
ま
ら
ん
」
の
和
歌
は
少

な
か
ら
ず
テ
l
マ
と
の
議
離
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

先
に
引
用
し
た
と
お
り
、
法
華
人
講
の
記
事
に
続
け
て
、

一
巻
本
で
は

「
ソ
ノ
歌
ニ
ハ
ム
ベ
ル
ニ
ヤ
」
と
作
者
の
こ
と
が
よ
く
分
か
ら

な
い
よ
う
な
書
き
方
で
和
歌
を
引
く
。
七
巻
本
は
、

「そ
の
こ
ろ
の
人
、

「
一
定
渡
海
は
せ
ん
ず
る
か
」
と
申
し
け
れ
ば
」
と
話
題
を
転
換

し
て
和
歌
を
引
く
。
新
日
本
古
典
文
学
大
系
の
脚
注
で
は
、

「外
国
へ
行
く
た
め
渡
海
す
る
の
は
、
ま
ち
が
い
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
」
と

意
訳
さ
れ
て
い
る
。
「
二
定
」
は
副
詞
で
あ
ろ
う
か
ら
、
直
訳
は

「確
か
に
渡
海
す
る
つ
も
り
で
す
か
」
「
ど
う
し
て
も
渡
海
す
る
つ
も
り

で
す
か
」
に
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

「調
花
和
歌
集
』
の
詞
書
に、

「唐
土
へ
渡
り
侍
り
け
る
を
人
の
諌
め
け
れ
ば
よ
め
る
」
と
あ
る

よ
う
に
、
あ
る
人
か
ら
中
国
へ
渡
る
こ
と

(正
確
に
は
、
入
宋
)
を
再
考
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
た
と
い
う
説
話
に
照
応
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
事
実
、
第
二
種
七
巻
本
系
の
抄
出
本
で
あ
る
久
遠
寺
本
で
は
、

「
一
定
渡
海
は
せ
ん
ず
る
か
」
の
部

分
が
「
其
比
人
ノ
留
メ
ケ
ル
ニ
ヨ
メ
ル
」
と
あ
る
。
久
遠
寺
本
の
抄
出
部
分
が
、
他
の
七
巻
本
の
本
文
と
ほ
と
ん
ど
同
文
で
あ
る
こ
と
か

ら
も
、

「
一
定
渡
海
は
せ
ん
ず
る
か
」
は、

『詞
花
和
歌
集
』
の
詞
書
に
あ
る

「人
の
諌
め
け
れ
ば
」
と
い
う
話
柄
に
照
応
し
て
い
る
と
解

釈
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

一
巻
本
は
不
浄
観
を
詳
述
し
て
、
寂
照
が
妻
と
の
死
別
に
よ
っ
て
出
家
し
た
こ
ん
」
を
語
る
。
そ
し
て
、
和
歌
の
作
者
を
ぼ
か
す
書
き
方

を
す
る
こ
と
で
、
不
似
合
い
な
和
歌
の
印
象
を
薄
め
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一

方
、
第
二
種
七
巻
本
で
は
、
前
に
源
兼
長
の
説

話
を
配
置
し
て
、
寂
照
の
出
家
の
理
由
が
必
ず
し
も
妻
と
の
死
別
に
あ

っ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
「と
ど
ま
ら
ん
」

の
和
歌
を
詠
ん
だ
後
に
出
家
し
た
と
も
、

「つ

ゐ
に
大
唐
国
へ
わ
た
り
て
、
消
涼
山
の
麓
に
草
庵
を
む
す
び
て
」
と
あ
る
の
で
中
国
へ
渡

っ
て
か
ら
出
家
し
た
と
も
と
れ
る
記
述
で
あ
る
。
久
遠
寺
本
で
は
、

「と
ど
ま
ら
む
」
の
和
歌
に
続
け
て
、
「
ト
読
テ

ヤ
カ
テ
法
師
ニ
ナ

五
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六

(

川
)

リ
テ
唐
モ
ロ
コ
シ
ニ
波
リ
テ
清
涼
山
ノ
フ
モ
ト
ニ
ヲ
コ
ナ
ヒ
テ
」
と
あ

っ
て
、
和
歌
を
詠
ん
だ
後
に
出
家
し
た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
七
巻
本
の
方
が
、

〈普
知
識
〉
と
い
う
テ

l
マ
か
ら
は
外
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
「
と
ど
ま
ら
ん
」
の
和
歌
が
採
ら
れ
て
い
て

も
不
思
議
の
な
い
状
況
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。

一
巻
本
と
七
巻
本
に
は
、
各
々
の
テ

l
マ
の
相
違
に
よ

っ
て
記
述
内
容
に
精
粗
が
あ
る
に
せ
よ
、
ほ
ぽ
同
内
容
の
寂
照
説
話
が
見
ら
れ

る
。
特
に
、

他
の
説
話
集
に
は
見
ら
れ
な
い
「
と
ど
ま
ら
ん
」
の
和
歌
を
引
く
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

(往
8
)

一
巻
本
と
七
巻
本
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
考
え
方
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
寂
照
説
話
を
み
る
限
り
、
既
に
先
学
の
指
摘
が
あ

る
通
り
、

一
巻
本

・
七
巻
本
の
ど
ち
ら
か
が
ど
ち
ら
か
を
、
抄
出
ま
た
は
増
補
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
妻
と
の

死
別
や
法
華
八
識
の
記
事
な
ど
を
含
む
、
基
に
な

っ
た
本
か
ら
、
テ
ー
マ
や
構
成
等
の
制
約
の
中
で
抜
き
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
た
方
が

よ
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

注
1

一
巻
本
は

「宮
内
庁
書
陵
部
本
宝
物
集
総
索
引
』
(
古
典
籍
叢
書
9
)
、
第
二
額
七
巻
本
は

『宝
物
集
閑
庖
友

比
良
山
十
口
人
鑑
託
」
(新
日
本
古

典
文
学
大
系
羽
)
に
よ
る
。

注
2

野
村
卓
美
氏

「歌
集
と

『宝
物
集
』

九
冊
本
を
中
心
と
し
て
」
(
北
九
州
大
学

「国
語
国
文
学
』
第
七
号
)、
山
下
哲
郎
氏

「法
談
と
和
歌
|

『{五
物
集
』
所
収
歌
の
検
討
|
」
(
「駒
沢
大
学
大
学
院
国
文
学
会
論
絹
』
第
十
九
号
)
、
黒
田
彩
子
氏

「歌
集
と
呼
ば
れ
た

一
伝
本
七
巻
本
宝

物
集
愛
別
離
苦
を
め
ぐ
っ
て
l
」
(『
図
撃
院
雑
誌
』
第
九
十
五
巻
十

一
号
)
な
ど
。

注

3

『中
世
説
話
の
文
学
的
環
境
続

」

・
I
「唱
導
文
学
史
の
構
図
」

「

一
宝
物
集
を
め
ぐ
っ
て
」



注

4

日
本
古
典
文
学
大
系

「今
昔
物
詩
集
」
四
に
よ
る
。

注

5

「中
世
仏
教
説
話
の
研
究
」
第
3
章
「
説
話
の
論
理
|
生
成
と
変
容
」

注
6

貴
重
古
典
籍
叢
刊
8

『古
川
紗
本
宝
物
集
」

注
7

小
峯
和
明
氏

「中
世
の
唱
導
と
寺
院
資
料

真
福
寺
大
須
文
庫
を
中
心
に

」
(
国
文
学
研
究
資
料
館
講
演
集
凶

『国
文
学
研
究
資
料
と
情
報
|』

所
収
)
に
、
真
縞
寺
本

『往
因
類
栄
抄
」

・
「三
川
入
道
寂
滅
事」

が
、
七
巻
本

『宝
物
集
」
と
関
わ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。

注

8

尾
崎
勇
氏
「
『宝
物
集
』

一
巻
本
の

一
考
察
|
栄
花
物
語
と
の
比
較
を
中
心
に
し
て
|」

(『防
衛
大
学
校
紀
要
」
第
二
八
号
、
中
島
秀
典
氏
「
宝
物

集
諸
本
の
系
統
論
に
関
す
る

一
考
察
|
第
二
種
七
巻
本
に
お
け
る
増
補
記
事
を
手
懸
り
に
し
て

l
」
(
『
緑
岡
詞
林
」
第
六
号
)
、
野
村
卓
美
氏

「「
観
算
」
説
話
の
変
質
|
「
宝
物
集
」
「
一
巻
本
」
と
「
九
冊
本
」
を
め
ぐ
っ
て
|
」
(
「国
語
と
国
文
学
」
第
六
八
巻

一
号
)
、
里
…
悶
彰
子
氏
「
宝

物
集
の
和
歌
上
・

下
」
(
「国
諸
国
文
』
第
六
二
巻
六

・
七
号
)
等
々
。

第

一
節
「
不
浄
観
説
話
の
背
景
」

七
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